
別  冊  

全国児童福祉主管課長会議資料   

（資料編：母子保健課）  

（資料1）新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する  

適切な療養・療育環境の確保等の取組について（通知）  

（資料2）周産期医療対策事業等の実施状況・＝＝＝・・・＝・・・・・＝＝  

（資料3）子どもの心の診療拠点病院のイメージ ＝＝‥・・＝＝・・・・・・  

（資料4）妊婦健康診査等について ＝＝＝＝＝・・・・・＝＝・・・・・＝・・・・  

1   

11   

13   

14   

177 （資料5）マタニティマークについて  

（資料6）食育の推進 ………・・・・＝・・・・・＝・・・＝‥・・・＝……・・・・・・・‥＝＝＝  20  

（資料7）母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱（案）・＝…………・＝・ 22  

（資料8）平成20年度母子保健衛生費等国庫負担（補助）  
金交付要綱（案）及び標準単価（案）・・・・‥  30  

（資料9）養育医療給付事業の徴収基準額表等の取り扱いに  
ついて …・＝＝＝＝＝＝＝・・＝‥＝＝…・＝＝＝・＝＝＝…・＝＝‥＝‥  60  

（資料10）未熟児養育医療給付事業の実施状況 ＝…‥＝＝＝＝・・＝＝・・＝＝・・・・・ 61  

（資料11）小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況 …・＝＝＝・・・＝＝…・‥‥  62  

（資料12）都道府県の主な母子保健指標等 ＝＝＝…・＝・・・・・＝・・・・＝・＝・  

（資料13）平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について（案）  

（平成20年2月13日 中央社会保険医療協議会 総会資料（抜粋））  

平成20年2月22日（金）  

厚生労働省 雇用均等■児童家庭局 母子保健課   



ー
、
∴
り
．
・
 
 

代
“
り
㌣
．
．
・
 
 

望
ざ
ど
∵
一
 
 

首
誓
叫
旨
 
 

（資料1）新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する  

適切な療養・療育環境の確保等の取組について（通知）  

㊥  

医改発第1226006号  
雇児発第1226004号  
社援発第1226002号  
保発第1226001号  
平成19年12月26日  

各都道府県知事 殿  

二
十
 
 

リ
：
コ
 
 
 

藁
 
 
 

ニ  

医  政  局  長・⊥∴ミ戸±吾  

÷！‥・－・・く；・・‥讐ニ…   

．．▲八・・＿＿．＿＿‥t．ユ＿．．＿i  

： 
二．  …  

豊   
：
 

ヽ
 
－
 
 

し日  
，ニニし．、．－  

■・；－■－■・こ一■，－● － －一′  

長引‖笹・  1
－
t
●
」
．
．
▲
．
－
．
・
1
．
1
・
・
一
ニ
 
 
 

．
 

ー
二
 

．
－
ご
h
 
 
二
・
ト
＝
∴
－
ト
・
こ
 
 

．
‥
〓
〓
…
∈
右
．
．
［
 
 

．
 

・
J
由
†
ヱ
・
・
・
・
．
．
！
・
・
・
 
㌻
り
．
‖
J
＝
‖
い
．
．
・
㍉
ゼ
 
 

茫
「
粥
川
山
パ
J
三
 
 

・
〔
〔
〔
已
 
 

＿
 
 
 

．
 

■・－いlし．．L t諦＿・＿   

」
長
 
 

し
‥
「
∵
J
一
 
 

＋
 
m
…
∴
い
・
 
 

叫
ヒ
苦
に
 
 
 

雇用均等  局
 
 

庭
 
 

家
 
 

童
 
児
 
 
 

．
1
．
：
一
■
・
・
l
－
†
ヾ
 
 
 

ll■ ‾■  

－1三■よMhぺt㍗t－∴－劉むて独椚 －  

湖
岸
照
射
 
 

保  険  

新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する  

適切な療養・療育環境の確保等の取組について   

地域における周産期医療体制の充実を図るため、従来から「周産期医療対策事業」（平  

成17年8月23日雇児発第0823001号）を実施し、新生児集中治療室（以下「N  
ICU」という。）及びNICUに併設された回復期治療室（以下rGCU」という。）  
の整備をはじめ周産期医療体制の整備を進めているところである。当該NICU及びG  

CU（以‾F「NICU等」という．）には、一定程度の児童が長期間入院している状況に  

あるが、当該児童にとっては必ずしもNICU等での入院が適切でない場合もあること、  

また、NICU等の満床のため、妊婦、新生児の搬送の受入れが困難である事例が一定  
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程度存在することが、課題として指摘されている。   

こうしたことから、各都道府県におけるNICU等に長期間入院している児童の状況  

を把握し、一人一人の児童にふさわしい療養・療育環境への移行を促進することが必要  

であるため、下記のとおり対応策の策定及び実施を図られたい。   

なお、対応に当たっては、衛生（医療）主管部局、母子保健主管部局、民生（障害保  

健福祉）主管部局において適切に連携を図られたい。  

記  

1 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター等、各都道府県内の   

基幹病院におけるNICU等に長期間入院している児童（以下「長期入院児」という。）   

の状態及びNICU、GCU、小児科病床、重症心身障害児施設等の福祉施設（以下  
「重心等」という。）又は在宅での生活を支援する医療・福祉施設等の状況について現   

状を把握すること。その上で、長期入院児の状態に応じた望ましい療養・療育環境で   

適切に医療、福祉が受けられるよう、速やかに既存の資源の活用策を策定し、必要な   

対策を講じること。  

2 NICU、GCU、小児科病床又は重心等における病床が不足していることが明ら   

かになった場・合、ただちにその要因分析を行い、長期入院児に対して適切に医療、福   

祉が提供できるよう、適切な療養・療育環境を確保するための計画を策定し、必要な   
対策を講じること。  
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丁ごご  

医政総発第1226001号  

雇児母発第1226001号  

障障発第1226001号  
保医発第1226001号  
平成19年12月26日  

㊥  

主管部（局）長 殿  各都道府県  

医政局総務課  

屋剛巨雲堰萱  唇望両脚置   
雇用均等・児童家庭局母子保健課  

桓扇昏彗  

恨院罠扇郎  

摩当三蘭博昭 寂静精謹巨  
蔓宙恨階元…  社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課  

喜巨匡宮元…   

保険局医療課  

新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する  

適切な療養・療育環境の確保等の取組について（留意事項）  

新生児集中治療管理室（以下rNICU」という。）及びNICUに併設された回復期  

治療室（以下「GCU」という。）に長期間入院している児童（以下「長期入院児」とい  

う。）の状況把握及びその対応策の策定・実施については「新生児集中治療管理室等に長  

期入院している児童に対する適切な療養・療育環境の確保等の取組について」（平成19  

年12月26日医改発第1226006号、▲雇児発第1226004号、社援発第1226002号、保発第12  

26001号厚生労働省医政局長、雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、保険局長連名  
通知）において、その取組をお願いしているところである。   

今般、下記のとおり、長期入院児の適切な療養・療育環境を確保するための計画の具  
体的な策定手順や留意事項などを定めたので、当該計画の策定等に際し配慮されたい。  
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記   

各都道府県における現状の把握及び計画の策定に当たっては、次に掲げる（1）～  

（4）の手順により行われたい。特に、（1）～（3）については、可能な限り速やか  

な対応を図られたい。計画の策定等に当たっての留意事項については、別紙のとおり。  

（1） 長期入院児の把握   

① 長期入院児について、長期入院の原因疾患、必要な医療、退院の見通し、退院  
できない理由等について具体的な把握を行うこと。   

② 長期入院児について、身体の状況等から、NICU及びGCU（以下「NIC  

U等」という。）から退院することが適当であると主治医が判断する場合、望まし  

い療養・療育環境を推定すること。  

（2） NICU、GCU、小児科病床、重症心身障害児施設等の福祉施設（以下「重   

心等」という。）又は在宅での生活を支援する医療・福祉施設等（以下「在宅支援   

施設等」という。）の現状把捉   

NICU、．GCU、′ト児科病床、重心等における受入れ可能な病床数及び在宅支  

援施設等において支援可能な児童数の把握を行うこと。  

（3） 既存の資振の活用   

（1）及び（2）で把握した内容等をもとに、長期入院児と望ましい療養・療育  

環境との調整を行い、長期入院児が適切に医療、福祉を受けることが出来るよう速  

やかに対応すること。  

（4） 不足する病床等の整備及び整備した病床等の活用   

① 長期入院児の数に対し、受け入れられる病床数が少ない場合、各施設での病床  

や設備、医療従事者等の不足数等の受入れのため今後整備が必要な事項等に関す  

る把握を行うこと。   

② 不足している病床や設備の整備あるいは医療従事者の確保に努めること。   

③ 整備後、改めて長期入院児と望ましい療養・療育環境との調整を行い、長期入  

院児が適切に医療、福祉を受けることが出来るよう速やかに対応すること。   

● 2 厚生労働省への情報提供について   

各都道府県における長期入院児や既存資源の状況や不足する病床の整備計画につい   

ては、別紙様式により、平成20年3月末までに、雇用均等・児童家庭局母子保健課   

宛て情報提供されたい。   

なお、各都道府県が策定する「1－（4）不足する病床等の整備」に係る計画にお   

いて、現在後述する補助金の交付対象外である独立行政法人国立病院機構病院を対象   

とする場合には、事前に母子保健課を窓口として相談されたい。  
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3 不足する病床等を整備する際の補助金の活用について   

各都道府県において策定された計画に基づき、不足するNICU、GCU及び小児   

科病床の整備や人工呼吸器等の設備を整備するに当たちては、医療提供体制施設整備   

交付金及び医療提供体制推進事業費靖助金を積極的に活用されたい。  

また、不足する重心等の新設や、障害児の受入環境の整備に係る建物の修繕につい   

ては、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金において、優先的に採択することとして   

いるので、積極的に活用されたい。  

さらに、従来より周産期医療ネットワークに係る経費については、母子保健医療対   

策等総合支援事業で補助を行ってきたところであるが、平成20年度より、NICU   

等から他の医療機関、福祉施設、在宅等への円滑な移行のための支援を行うことを目   

的としたコーディネーターを配置することとしているので、積極的に活用されたい。  

4 その他   

（1）診療報酬について  

診療報酬については、現在平成20年度の診療報酬改定に向け、中央社会保険医   

療協議会において検討がなされており、NICU及びその後方支援に関する診療報   

酬の改定がなされた場合は、各都道府県に対し速やかに情報提供することとしてい  

る。  

（2）今後の対応について   

医療技術の進歩などを踏まえると、今後もNICU等が一定程度必要であると考  

えられることから、引き続き、長期入院児の把握 

なお、策定された計画に基づく対応策の進捗状況等については、別途、情報提供  

を依稿することとしているので配慮されたい。  

－5一   



別紙 現状の把握及び計画の策定に当たっての留意事項  

1（1）①について  

具俸的な把握に当たって’は、別添「個別調査用紙」を作成したので適宜活用され   
たい。ただし、当該調査の趣旨を踏まえた上で、自治体独自の調査用紙を作成して  

も差し支えない。  

・原則として、NICU等に1年以上入院している児童を把握の対象とするが、必   

要に応じ、1年未満であってもー定期間（例えば、90日以上、半年以上等）入院し   

ている児童についても対象としても差し支えない。  

・診療報酬上の新生児特定集中治療室管理料又は新生児集中治療室管理料の加算対   

象となっている病床及びそれに併設された回復期治療室だけでなく、必要に応じ、   

加算対象ではない新生児の集中治療機能を有する病床についても、同様に把握する  
ことが望ましい。  

・可能な限り、管内の総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センタ   
ー等の各都道府県内の基幹病院に直疲出向くことなどによって具体的な把握を行う  

こと。  

・把握の際には、個人情報保護に配意する必要があるため、医療機関の職員と連携  
を図りつつ、児童の家族の同意を得ることも含めて適切に対応されたい。  

1（1）②について  

・長期入院児の望ましい療養・療育環境の推定に当たっては、管内の新生児科、小   

児科、重心等、在宅支援施設等の専門家の意見を踏まえることが必要である（必要   

に応じて、上記専門家を含めた検討会を開催することが望ましい）。  

1（2）について  

・可能な限り個々の施設に直接出申き、病床数だけではなく、具体的にどのような   
状態の児童を受け入れもことができるのか等といっ・た点も把握すること。  

1（4）について  

病床の整備に当たっては、医療計画との整合性に留意し、まずは地域の既存の医   

療機能の強化を図ることとし、それでもなお不足する場合においては、特定の病床   
等の特例について考慮すること。  
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都道府県名  

1 NICU等長期入院児数等について（平成20年  月   日現在）  

現在の  長期入  退院可能な長期入院   既存資源を活用した  不足する病床   

入院先  院児総  移行児童見込数  の整備必要数   

数（※）   

GCU   名   GCU   名   GCU   床  

NIC  名                小児科病床   名  小児科病床   名  小児科病床   床  

∪  福祉施設   名  福祉施設   名  福祉施設   床  

在 宅   名   在 宅   名  

小児科病床   名  小児科病床   名  小児科病床   床  

GCU   名                福祉施設   名  福祉施設   名  福祉施設   床  

在 宅   名   在 宅   名  

※ 本報告については、N L CU及びGCUに1年以上入院している児童を対象とする。  

2 不足する病床の整備計画について  

既存資源を活用した上で、さらに不足する病床についての整備計画を提出   

すること。  

※様式任意。適宜、参考となる資料を添付願います。  
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個別調査用紙  

NIC〕等に長期間入院している児童について把握するための調査です。  

施設名（   ）  症例番号（  ）  

出生時在胎週数（ 週）出生体重（   g） Ap（1分後 ／5分後 ）  

入院期間（ 年 ケ月）  

現時点の入院病床（N［C〕、GC〕、その他（  ））  

入院時主診断名（例：超低出生体重児、呼吸窮迫症候群（RDS）、新生児仮死、頭蓋内出血）  

（複数回答可）  

〔  

現在の児童の状態について  

以下の医療行為で該当するものに○を付けてください（重複可）。  

1．（）レスビレター管理（スコア10）   

2．（）気管内挿管or気管切開（1．と重複可）（8）   

3．（）下咽頭チュづ○（エアウェイ装着）（8）   

4．（）酸素吸入、またはroomair下でSaO290％以下が1日の10％以上（1．－3．と重複可）（5）   

5．（）1回／1時間以上の頻回の吸引（8）   

5’．（）6回／日以上の頻回の吸引（3）   

6．（）レスピレーター装着せずネブライザー常時使用（5）   

6’．（）レスビレター装着せずネブライザー3回／1日以上の使用（3）   

7．（）中心静脈栄養施行中（10）   

8．（）経管0「経口全介助（5）   

9．（）胃・食道逆流現象（5）  

（体位・手術・内服剤等で抑制できない0「コーヒー残連枝の嘔吐を伴う程度のもの）  

10．（）体位変換（全介助）6回／日以上（3）  

11．（）定期導尿（3回／日以上）or人工肛門（3）  

12．（）過緊張（けいれんは除く）により3回／週以上の臨時薬を要する（3）  

13．（）血液透析を施行中（10）  

合計（  ）点  
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移動運動   

（1）（）寝たきり   

（2）（）座位まで   

（3）（）膝行等での移動可   

（4）（）不安定独歩可（装具使用でも可）   

（5）（）安定独歩  

社会性、言語能力（複数回答可）   

（1）（）追視可   

（2）（）あやすと笑う   

（3）（）人見知りする   

（4）（）有意語あり  

てんかん   

（1）（）てんかん発作なし   

（2）（）てんかん発作あるが、無投薬   

（3）（）てんかん発作あり、抗癌撃薬で発作抑制可能   

（4）（）難治性てんかん発作あり  

今後の見通しについて  

今後1ケ月以内に退院する予定がある （はい  いいえ  わからない）  

予定がある場合、移行先は（在宅、他病院へ転院、福祉施設入所、乳児院）  

（その他  

1ケ月以内に退院する予定がない場合あるいはわからない場合についてお答え下さい。  

退院できない原因となっている疾病について、主なものは何ですか。   

（以下のうち、1つだけ選び簡単に理由をお書きください）   

［例：（1）（○）未熟性による合併症（CLDで人工呼吸器装着中）］   

（1）（）未熟性による合併症（   

（2）（）多発奇形症候群、染色体異常（   

（3）（）低酸素性虚血性脳症、頭蓋内出血（   

（4）（）先天性心疾患（   

（5）（）神経筋疾患（   

（6）（）その他（  

－9－   



退院できない理由は何ですか。  

（複数回答可。複数回答の場合、最も主要な理由に◎をつけて下さい。）   

（1）（）病状が重症または不安定で退院、転院が不可能である。   

（2）（）福祉施設の空きが無い。   

（3）（）転院を受け入れる医療機関が無い。   

（4）（）家族が退院を希望しない。   

（5）（）地域の在宅生活を支援する体制が不充分であるため、在宅に移行できない。   

（6）（）その他（  

児童の状態のみを考えた場合、現時点で最も望ましいと考えられる療養・療育環境はどこですか。   

（1）（）引き続き医療機関のN＝⊃∪等に入院   

（2）（）同じ病院の小児科病床   

（3）（）他病院の小児科病床   

（4）（）福祉施設   

（5）（）自宅   

（6）（）その他（   

理由  

〔  

今後の見通しに関するご家族の意向  

「  

一10－   



（資料2）周産期医療対策事業等の実施状況  

平成19年度（国庫補助対象分）  

母子保健  
強化推進  
特別事業   

001  北 海 道  

002  青 森 県  

003  岩 手 県  ○  

004  宮 城 県  

005  秋 田 県  

006  山 形 県  

007  福 島 県  

008  茨 城 県  

009  栃 木 県  

0】0  群 島 県  

011  埼 玉 県  

012  干 葉 県  

013  東 京 都  

014  神奈川県  

015  新 潟 県  

016  富 山 県  

017  石 川 県  

018  福 井 県  

019  山 梨 県  

020    二    ＝  

021  岐 阜 県  

022  静 岡 県  

023  愛 知 県  

024  三 重 県  

025  滋 賀 県  ○  

026  京 都 府  

027  大 阪 府  ○  

028  兵 庫 県  

029  奈 良 県  

030  栽＝級山県  

031  鳥 取 県  

032  島 根 県  

033  岡 山 県  ○  
034  広 島 県  

035  山 口 県  

036  徳 島 県  

037  香 川 県  

038  愛 媛 県  ○  

039  高 知 県  

040  福 岡 県  

041  佐 賀 県  

042  長 崎 県  ○  

043  ‥   ＝  

044  大 分 県  

045  宮 嶋 県  

046  鹿児島県  ○  

047  沖 縄 県  ○  

小 計  8  

8府県  匹  
合 計  

生涯を通じた女性の健康支援事業  

療                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      療育指導  事業  健康教育  
事業   不妊専門相談センター実施機関  総合周産期母子医療センター   

クー事業   

○  ○  旭川医科大字医学部附鳳病院   ○（2）  釧路赤十字病院、市立札幌病院   

○  ○  ○  弘前大学医学部附属病院   ○（1）  青森県立中央病院   

○  ○  ○  ○  岩手医科大学附属病院   ○（1）  岩手医科大学附属病院  

○  ○  国立大学法人東北大学病院   ○（1）  仙台赤十字病院  

○  秋田大学医学部附属病院   ○（1）  秋田赤十字病院   

○  ○  ○  ○  山形大学医学部附属病院  

○  （）  公立大学法人福島県立医科大字附属病院  ○（1）  福島県立医科大学医学部附属病院   

○  ○  三の丸庁舎、県南、県西生涯学習センター  ○（2）  総合病院土浦協同病院      茨城人  
県産科婦科医会  筑波大学附属病院   

○  ○  ○  ○  ／くルティとちぎ男女共同参画センター   ○（2）  橋協医科大竿病院、自治医科大学附属病院  

○  （財）群馬県健康づくり財団   ○（1）  群馬県立小児医療センター   

○  （⊃  ○  埼玉医科大学総合医療センター   ○（1）  埼玉医科大学総合医療センター   

○  ○  ○  ○  柏保健所、印旛保健所、長生保健所、君津保健所  ○（2）  亀田総合病院、 東京女子医科大学附属八千代医療センター   

（⊃  （⊃  ○  （社）日本家族計画協会   ○（9）  内訳は、次頁  

神奈川県立こども医療センター、  

○  ○  Cl  神奈川県茅ヶ崎保健福祉事務所   ○（4）   北里大学病院、  
東海大学医学部付属病院、  
横浜市立大学附属市民総合医療センター  

（⊃  （⊃  ○  新潟大学医歯学総合病院   ○（2）  長岡赤十字病院、新潟市民病院   

○  ○  ○  ○  富山県立中央病院   ○（1）  富山県立中央病院  

○  ○  石川県不妊相談センター   ○（1）  石川県立中央病院  

○  福井県看護協会会館、福井大学医学部付属病 院 
、国立病院機構偏井病院   

○  ○  ○  県民情報プラザ   ○（1）  山梨県立中央病院  

○  書護総合センターながの   ○（1）  長野県立こども病院  

（⊃  岐阜保健所、岐阜県集民ふれあい会館   ○（1）  岐阜県総合医療センター   

○  （〕  （⊃  ○  静岡県総合健康センター   （⊃（1）  聖隷浜松病院   

○  ○  ○  ○  名古屋大学医学部附属病院   ○（1）  名古塵第一赤十字病院  

○  三重県立手護大学   ○（1）  国立病院機欄三王中央医療センター   

○   ○  ○  ○  滋賀医科大学附属病院   ○（1）  大津赤十字病院  

（⊃  京都府立医科大学附属病院   ○（1）  京都第一赤十字病院   

大阪府立母子保健総合医療センター、  
高槻病l完、  

○  ○  ドーンセンター（大阪府立女性総合センター）  ○（5）    石井記念愛染圃附属愛染稀病院、  
関西医科大学附属枚方病院  
大阪大学医学部附属病院   

○  ○  ○  ○  兵l車県立男女共同参画センター   ○（1）  兵庫県立こども病院   

○  ○  ○  ○  奈良県健康づくリセンター  

（⊃  ○  岩出保健所、田辺保健所   ○（1）  和歌山県立医科大学附属病院  

○  ○  ○  鳥取県立中央病院   ○（1）  鳥取大学医学部附属病院   

○  ○  （⊃  島根県立中央病院   ○（1）  島根県立中央病院  

○  岡山大学病院   ○（2）  倉敷中央病院、国立病院機構岡山医療センター   

（⊃  （⊃  県立広島病院   ○（2）  広島県立広島病院、広島市立広島市民病院   

○  （⊃  （〕  （⊃  山口県立総合医療センター、各健康福祉センタ  ○（り  山口県立総合医療センター   

○  ○  （⊃  ○  徳島大学病院、各保健所   ○（1）  徳島大学病院   

○  ○  ○  ○  香川県立中央病院研修棟   ○（2）  国立病院機構香川小児病院、 香川大学医学部t附属病院   

○  ○  （⊃  ○  愛媛県心と体の健康センター   ○（り  愛媛県立中央病院   

○  ○  各保健所   ○（1）  高知県・高知市病院企業団立高知医療センター   

○  ○  （⊃  ○  保健福祉環境事務所：宗像、鞍手、久留米  ○（4）  福岡大学病院、久留米大学病院、 聖マリア病院、北九州市立医療センター   

○  ○  （⊃  各保健福祉事務所  

○  ○  ○  ○  各保健所   ○（り  国立病院機構長崎医療センター   

○  ○  ○  熊本県福祉総合相談所   ○（1）  熊本市立熊本市民病院  

○  ○  大分県立病院   ○（り  大分県立病院   

○  ○  ○  ○  中央保健所、都城保健所、延岡保健所  

○  （⊃  鹿児島大学病院、各保健所   ○（1）  鹿児島市立病院   

○  ○  ○  中央保健所   ○（2）  沖縄県立中部病院 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター   

32  22  30  47  注二未整備県は、山形県、奈良県、佐賀県、  
宮崎県。（平成20年2月現在）   （70）  

：i2都道府 県  

10市   43都道府県（70カ所）   

注．周産期医療対策（ネットワーク）の（）内は同センター数（国庫補助対象外を含む。）を表す。  
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東京都立憂東病院  

東京女子医科大学病院  
東邦大学医学部附鳳大森病院  
帝京大学医学部附属病院  
杏林大学医学部付属病院   
日本赤十字社医療センター  
日大医学部附属板橋病院  
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病院のイメージ  子どもの心の診療拠点   

中央拠点病院  
・都道府県拠点病院に  

対する支援  

・医療の均てん化推進  

・専門家派遣  

・研修  

・調査研究  

・情報収集・提供、  
普及啓発  

都道府県拠点病院  

相談一紹介  

・情報提供  

・技術支援  

・講習会開催  

一専門家派遣  

地域の医療機関  



、．ダ几●蔓も  
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㊨  （資料4）妊婦健康診査等について  

雇児母発第103‖）01号  

平成19年10月31日  

母子保健主管部（局）長 殿  

匡制時増量  覆壊贋溌▲．さ   
厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課  

薩扇唐攣  

脈睨需添帳   

妊婦健康診査の公責負担の状況にかかる調査結果について  

妊婦健康診査にかかる公費負担については、平成19年1月16日雇児母発第011  

6001号「妊婦健康診査の公費負担の望ましいあり方について」において、各市町村  

における5回程度の公費負担の実施をお願いしたところである。今般、その取組状況を  

把握するため、妊婦健康診査の公責負担の状況について調査を行ったところであり、そ  

の結果が下記の通り取りまとまったので送付する。   

今後とも、母体や胎児の健康確保を図るために、妊婦健康診査の受診勧奨に向けた取  

組の推進や経済的負担を軽減するための公費負担の充実が図られるよう、都道府県にお  

かれては当該趣旨について貴管下市町村への周知徹底をお願いする。  

記  

妊婦健康診査の公費負担の状況について（平成19年8月現在）  

1．公費負担回数の全国平均（都道府県別の状況は別紙の通り）  

公費負担回数 全国平均 2．8回（1，827市町村）  

2．各市町村の状況  

今年度から公費負担回数を増やした 17．3％  

今年度中に公費負担回数を増やす予定 6．0％  

来年度以降、公費負担回数を増やす方向で検討中 59．0％  

未定もしくは増やす予定なし 17．7％  
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妊婦健康診査の公費負担の状況について（平成19年8月現在）  

現行平均回数  都道府県数   割合   

10回～   2．1％   

9回～   0   0．0％   

8回～   0   0．0％   

7回～   0   0．0％   

6回～   0   0．0％   

5回～   3   6．4％   

4回～   10．6％   

3回～   10．6％   

2回～   30   63．8％   

1回～   3   6．4％   

合計   47   100．0％   

北海道   180   116   2．3   

青森県   40   3  2．8   

岩手県   35   0   2．6   

宮城県   0   2．4   

秋田県   0   0   24  10．0   

山形県   35   2   0   ‖  2．2   

福島県   60   36   2   18   4  5．8   

茨城県   44   39   2．0   

栃木県   31   20   10   0  4．0   

群馬県   38   1   21   10  2．3   

埼玉県   70   0   69   0  2．0   

干葉県   0   50   2．1   

東京都   2   43   14  2．1   

神奈川県   33   2   25   5  2．2   

新潟県   8   7  4．0   

富山県   4   0   0  4．3   

石川県   0   0   0  5．0   

福井県   10   0   4   3  4．9   

山梨県   28   28   0   0   0  5．0   

長野県   81   42   21  2．7   

岐阜県   42   14   20   3．2   

静岡県   42   0   39   2  2．4   

愛知県   25   30   3  4．2   

三重県   0   0   0  2．0   

滋賀県   26   12   3．7   

京都府   26   3   0   15   8  2．2   

大阪府   43   4   30   1．3   

兵庫県   41   14  1．4   

奈良県   39   10   13   13  1．6   

和歌山県   30   0   0   9   21  2．0   

鳥取県   3   0   15   2．5   

島根県   21   0  3，5   

岡山県   27   5   10   0  2．7   

広島県   23   14   3．3   

山口県   22   0   15   6  2．7   

徳島県   24   0   14   8  2．3   

香川県   0   0   8  3．9   

愛嬢県   20   0   0  2．0   

高知県   35   8   2   23   2  2．7   

福岡県   66   1   45   19  2．0   

佐賀県   23   19   0  2．3   

長崎県   23   4   17   0  2．5   

熊本県   48   28   17  2．2   

大分県   18   0   了   0  2．1   

宮崎県   30   8   0   17   2．8   

鹿児島県  49  5  5  27  12  2．3  沖縄県  41  口  0  38  2  2．3  合 計  1，827  318  110  1．075  324  2．8  
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すこやかな妊娠と出産のために  

妊婦健康診萱を必ず受けましょう！   

妊娠中は、ふだんより一層健康に気をつけなけれ   

ばなりません。   

少なくとも毎月1回（妊娠24遇以降には2匝l以上、   

さらに妊娠36遇以降は毎週1匝I）、医療機関など   

で健康診査を受けましょう。  

妊婦さんの健康＜あし1や、お腹の赤ちゃんの育ちくあいをみるため、身体測定や  

血液・血圧・尿などの検査をします。  

特に、抱払窪蔓運：延弧00などの病気は、お腹の赤ちやんの発  

育に影響し、母体の健康を損なうことがあります。  

妊婦健診を受けることで、病気などに早く気づき、早く対応することができます。  

千∴才㌧∵∵や∵ 

退こ  
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専門家の保健指導を受けましょう！   

妊娠に気づいたら、お住まいの市町村の窓口にできる   

だけ早く妊娠の届出を行ってください。  

窓口では、母子健康手帳の交付とともに、妊婦健診を   

公費の補助で受けられる受診券や、保健師等による相   

談、母親学級・両親学級の紹介、各種の情報提供などを   

受けることができます。   

分娩前後に帰省するなど、住所地以外で過ごす場合   

は、その旨住所地及び帰省地の市区町村の母子保健担   

当に連絡し、母子保健サービスの説明を受けましよう。   

その他、妊娠・出産についてのお悩みも、専門家にご相   

談下さい。  

次のような症状が出たら早く医師に相談を！  
I 

ト
【
卜
 
 

虜むくみ  麿がんこな便秘  

り  

感性煮出血  
‾仙   

す盲斎   

感賞段と違うお  

⊥ 

i慮っわ  【 堅塁型里些L」  

臣 由下痢  

⊆二二宮垂亘二二二  

≡ 虚はきけ・嘔吐  
し＿．＿＿．＿＿＿＿＿＿－＿▼  

＝ヨ強し、不安感  

虚イライラ  
∬血m】＿Ⅵ 」  

豆動悸が激しい  一  

彦今まであった胎動を   

感じなくつ 
…＿＿、＿  

マタニティマーク  

厚生労働省では、マタニテ  

ィマークをとおした「妊産  

婦にやさしい環境づくり」  

を推進しています。  
●働いている妊婦さんへ  

会社に申し出れば、勤務時間内に妊婦健診を受診するための時問を  

とることができます。（男女■用■会均書法幕12集）  

l詳しくは、お近くの都遭府県労t局暮用埠専室にご相離ください。   

http：／／www．mhIw．go．ip／bunya／koyoukintou／「DUdDUkyoku／index，htrn［  

マタニティマークは、厚生労働省のHPから自由にダウンロードできます。  

詳しい活用方法や内容についてもこちらを己驚ください。  

厚生労働省国  



（資料5）マタニティマークについて  

マタニティマークについて  

1．趣旨   

21世紀の母子保健分野の国民運動計画である「健やか親子21」では、その課題の  

一つに「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保」を挙げている。この課題の達成  

のためには、妊産婦に対して理解のある地域環境や職場環境の実現、受動喫煙の防止、  

各種交通機関における優先的な席の確保等について、国民、関係機関、企業、地方公  

共団体、国がそれぞれの立場から取り組むことが重要である。   

とりわけ、各種交通機関における優先的な席の確保については、優先席のマークな  

どにおなかの大きな妊婦のマークが使われているが、妊娠初期には外見からは妊娠し  
ていることが分かりづらいことから、周囲からの理解が得られにくいという声も聞か  

れるなど、さらなる取組が必要とされている。   

こうした課題の解決に向けて、「健やか親子21」推進検討会において、マタニティ  

マークを募集し、マークを妊産婦に役立てていただくとともに、妊産婦に対する気遣  

いなど、やさしい環境づくりに関して広く国民の関心を喚起することとし、平成18  

年3月に発表した。  

○マタニティマークとは？  

・妊産婦が交通機関等を利用する際に身につけ、周囲が妊産婦への配慮を示しやすくするもの。  

・さらに、交通機関、職場、飲食店、その他の公共機関等が、その取組や呼びかけ文を付してポ  

スターなどとして掲示し、妊産婦にやさしい環境づくりを推進するもの。  

2．マタニティマークの利用方法等について   

マークは厚生労働省ホームページからダウンロードし、個人、自治体、民間団体   

等で自由T＝利用できる。http：／／www．mhlw．gojp／houdou／2006／03／hO301－1．html  

3．マークの普及に向けた取り組み   

厚生労働省のホームページ、政府広報、ポスター等様々な機会をとおして多くの   

人に広く周知するとともに、関係省庁をとおして、交通機関、職場、飲食店等に本   

取り組みへの協力を依頼している。  

－17－   



「マタニティマーク」に関する取組の状況調査結果  
【平成19年8月31日現在】   

①マタニティマークに関する広報物及びグッズ（注）を作成■購入している市区町村数  

平成18年度   平成19年度   

ポスター   30   93   

リーフレット   25   59   

バッジ   30   47   

キーホルダー／チェーンホルダー   104   318   

シール■ステッカー・マグネット（車内用を含む）   52   140   

ストラップ   25   49   

②マタニティマークに関する広報物及びグッズの作成・購入数  

平成18年度   平成19年度   

ポスター   24，350   16，625   

リーフレット   75，939   70，087   

バッジ   43，309   47，411   

キーホルダー／チェーンホルダー   72，049   359，096   

シール・ステッカー・マグネット（車内用を含む）   128，890   177，659   

ストラップ   37，531   71，287   

③グッズなどの配布方法別自治体数  

母子健康手帳と  
母親・両親学級   その他（希望者など）   

同時に配布  などで配布  

平成19年度   644   44   47   

④その他の主な取組  

○ 広報誌やホームページなどを活用した普及啓発  
○ 母子保健事業を紹介した冊子や母子健康手帳へのマタニティマークの掲載  
○ 障害者用の駐車場などへのマタニティマークの看根の設置  

（注：グッズとは、バッジ、キーホルダー／チェーンホルダー、シール・ステッカー・マグネット（車内用を含  

む）、ストラップなど）  

〔厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調べ〕  

－18－   



マタニティマークに関するグッズ（注）を配布している自治体数（都道府県別）  
【平成19年8月31日現在】  

都道府県名  市町村数  平成18年度  平成19年度   

滋賀県   26   つ  ▲＿   6   

京都府   26   2   8   

大阪府   43   田   27   

兵庫県   41   3   16   

奈良県   39   3   8   

和歌山県   30   3   5   

鳥取県   19   0   2   

島根県   凶   国   6   

岡山県   27   田   9   

広島県   23   1   8   

山口県   22   1   田   

徳島県   24   国   3   

香川県   眠   国   巴   

愛媛県   20   国   5   

高知県   35   国   4   

福岡県   66   田   19   

佐賀県   23   国   田   

長崎県   23   国   

熊本県   48   国   8   

大分県   18   国   7   

宮崎県   30   国   9   

鹿児島県   49   5   12   

沖縄県   41   

合計   1，827   199   509   

都道府県名  市町村数  平成18年度  平成19年度   

北海道  180  11 皿   25   

青森県   40   1   6   

岩手県   35   2   5   

宮城県   36   6   9   

秋田県   25   3   

山形県   35   0   5   

福島県   60   4   9   

茨城県   44   4   田   

栃木県   31   6   10   
群馬県   38   6   皿   

埼玉県   70   32   48   

千葉県   56   5   20   

東京都   62   15   29   
神奈川県   33   6   14   
新潟県   35   1   6   

富山県   15   2   5   

石川県   19   1   5   

福井県   田   2   5   

山梨県   28   3   10   

長野県   81   3   13   

岐阜県   42   3   15   

静岡県   42   2   皿   

愛知県   63   16   38   

三重県   29   5   田  

（注＝グッズとは、バッジ、キーホルダー／チェーンホルダー、シール・ステッカー・マグネット（車内用を含む）、ストラップなど）  
〔厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課調べ〕   



食育の推進   （母子保健甥童福祉分野）  

（
陥
彗
ふ
）
 
妨
叫
8
蒜
紘
 
 
 

取組の方向性  

食育基本法（食育の推進に係る基本的施策）   

○妊産婦・乳幼児に対する栄養指導の充実 ○保育所等における食育の推進  

子ども・子育て応援プラン（食育の推進に関する目標）   

○保健センター、保育所、学校等関係機関と連携して食育の取組を推進する市町村 100％   

○給食や保育活動を通じて食育の取組を推進する保育所 100％  

「健やか親子21」における目標   

○保育所、学校、住民組織等関係機関の連携により取組を推進している市町村 100％（現状 87．1％）  

健やか生活習慣  

国民運動（仮称）  

H20～  

関係団体の推薦  

取組事例の提供等  
子どもの頃からの健全な食習慣の形成が   

生活習慣病対策の観点からも重要  

－
N
O
－
 
 

現状の取組  

○自治体での取組   

自治体での取組の推進（次世代育成支援交付金）   

妊産婦・乳幼児の栄養指導の実施  

○保育所における取組   

保育指針の見直しの検討（食育に関する記載も検討）   

保育所における食育計画づくりガイドの作成・公表（平成19年11  

0民間企業等の取組   
幼児のための食環境づくり  

◎取組内容の充実・実践の促進が必妻  

（子どもの健全育成の観点からの取組の充実）   

○取組事例の収集・分析→公表   

○食環境づくりに関する普及啓発  

普
及
啓
発
 
 

妊産婦・乳幼児の食事摂取基準の作成及びそ  

の活用に関する検討  

（H20年度）基準づくり（分科会設置）  

ガイドラインの策定  

○食から始まる健やかガイド（平成16年2月）  

○妊産婦の食生活指針（平成18年2月）  

基
盤
整
備
 
 ○授乳・離乳の支援ガイド  

平成19年2月）  



妊産婦・乳幼児の食事摂取基準の策定  

検討の方法  検討の必要性   

妊産婦・乳幼児に関する  

国内、国外データの収集  
系統的レビューの実施  

妊産婦の栄養指導  

乳幼児の栄養指導  

乳児院、保育所、児童養護  

施設、知的障害児施設、肢  

体不自由児施設、児童自立  

支援施設等の児童福祉施設、  

病院 等での食事の提供  
妊産婦・乳幼児  

食事摂取基準の策定  
一推定平均必要量  

・推奨量  

■目安量  

・上限量  

＜検討予定栄養素等＞  

エネルギー、たんばく質、脂質、炭水化物、食  

物繊維、アルコール、  

水溶性ビタミン（ビタミンBl，B2，ナイアシン、  

B6，葉酸、B12，ビオテン、パントテン酸、ビタ  
ミンC）  

脂溶性ビタミン（ビタミンA，E，D，K）  

ミネラル（マグネシウム、カリウム、リン）  

微量元素（鉄、亜鉛、セレン、ヨウ素等）  

電解質（ナトリウム、カリウム）   

適切な活用に向けての  

普及啓発  
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尾児発第0823001号  

平成17年8月23日   

一部改正 尾児発第1011007号  

平成18年10月11日  

一部改正 屋児発第0514002号  

平成19年5月14日  

雇児発第0823001号  

平成17年8月23日  

一部改正 雇児発案1011007号  

平成18年10月11日  

一部改正 屋児発第0514002号  

平成19年5月14日  

一部改正 雇児発第 ※  号  

平成20年※月※日  

都道府県知事  

各 政令市市長 殿  

特別区区長  

都道府県知事  

各 政令市市長 殿  

特別区区長  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  厚生労働省雇用均等・児童家庭局長  

母子保健医療対策等総合支援事業の実施について  

母子保健医療対策事業について、この度、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱を別紙の  

とおり定め、平成17年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、本手菓の実施につ  

きお願いする。   

なお、本通知の施行に伴い、母子保健強化推進特別事業の実施について（平成8年5月10日  

児発第485号厚生省児童家庭局長通知）、新生児聴覚検査の実施について（平成12年10月  

20日児発第834号厚生省児童家庭局長通知）、疾病により長期にわたり療養を必要とする児  

童に対する療育指導について（平成9年4月1日児発第250号厚生省児童家庭局長通知）、生  

涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月10日児発第483号厚生省児童  

家庭局長通知）、特定不妊治療費助成事業の実施について（平成16年3月31日雇児発第03  

31008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）、周産期医療対策整備事業の実施につい  

て（平成8年5月10日児発第488号厚生省児童家庭局長通知）は、廃止する。  

母子保健医療対策等総合支援事業の実施について  

母子保健医療対策事業について、この度、母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱を別紙の  

とおり定め、平成17年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、本事業の実施につ  

きお願いする。   

なお、本通知の施行に伴い、母子保健強化推進特別事業の実施について（平成8年5月10日  

児発第485号厚生省児童家庭局長通知）、新生児聴覚検査の実施について（平成12年10月  

20日児発第834号厚生省児童家庭局長通知）、疾病により長期にわたり療養を必要とする児  

童に対する療育指導について（平成9年4月1日児発第250号厚生省児童家庭局長通知）、生  

涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月10日児発第483号厚生省児童  

家庭局長通知）、特定不妊治療費助成事業の実施について（平成16年3月31日雇児発第03  

31008号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）、周産期医療対策整備事業の実施につい  

て（平成8年5月10日児発第488号厚生省児童家庭局長通知）は、廃止する。  



新（案）  

別紙  

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱   

第1 （略）   

第2 事業内容  

1 母子保健強化推進特別事業   

（1）事業目的  

母子保健施策の推進のため、碑  

ついて支援を行う㌧   

（2）実施主体  

事業の実施主体は、都道府県とする。   

（3） 事業の内容  

母子保健強化推進特別事業の対象となる事業は、都道府県の策定する特定事業主行動計  

画を踏まえ、管内市区町村との連携による都道府県全域を対象とした事業又は今後、都道  

母子保健医療対策等総合支援事業実施要綱  

第1 （略）   

第2 事業内容  

（削除）  

府県全域に広く畔こ掲げる内容の先駆  
的モデル事業とする。  
① 乳幼児死亡、妊産婦死亡、周産期死亡等の改善対策事業  

② 母子疾病予防対策事業   

1 子どもの心の診療拠点病院機構推進事業  

（1）事業目的  

様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害に対応するため、都道府県における拠点   

病院を中核とし、地域の医療機関並びに児童相談所、保健所、市町村保健センター、要保   卿那事（以‘下「保   
健福祉関係機関等」という。）と連携した支援体制の構築を図る。  

なお、本事業は、子どもの心の診療拠点病院としての施設及び設備基準、地域の医療機   

関及び保健福祉関係機関等との連携体制等について検討するため、試行的に実施するもの   

である。  

（2）実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とするし  

（3）事業内容   

都道府県は、次に掲げる事業を実施するものとし、3年を限度に補助するものとする。  

任し子どもの心の診療支援（連携）事業   

ア凋ナた様々な子どもの心の問題、児童虐待や発達障害の症  
例に対する診療支援   

イ 地域の保健福祉関係機関等から相談を受けた様々な子どもの心の問題、児童虐待や発   
達障害の症例に対する医学的支援  

り御引こおける医師等の派遣  

工 地域の保健福祉関係機関等との連携会議の開催  



新（案）   旧   

（a子どもの心の診療関係者研修事業  

ア医師及び関係専門職に対する実地研修等の実施  

イ地域の医療機関及び保健福祉関係機関等の職員等に対する講習会等の開催  

β）普及啓発1情報提供事業  

子どもの心の診療に関する情報を幅広く収集し、地域の医療機関、保健福祉関係機関等及   

び地域住民に対して、ホームページ等により適切な情報を提供するとともに、子どもの心の間   

題について普及啓発を図る。  

（4）その他  

本事業の実施にあたっては、中央拠点病院と連携を図り、適切な運営に努めること。  

2～4（略）   2－4 （略）  

旦 周産期医療対策事業について   旦 周産期医療対策事業について   

（1） 目的 （略）   （1） 目的 （略）   

（2）実施主体 （略）   （2） 実施主体 （略）   

（3）事業内容   （3）事業内容   

（D 周産期医療協議会の設置 （略）   （か 周産期医療協議会の設置 （略）   

② 周産期医療情報ネットワーク事業 （略）   ② 周産期医療情報ネットワーク事業 （略）   

③ 周産期医療関係者研修事業 （略）   ③ 周産期医療関係者研修事業 （略）   

④周産期医療調査・研究事業（略）  ④周産期医療調査・研究事業（略）  

（9NICU入院児支援事業  

ア都道府県は、新生児集中治療室（以下、「N［CU」という。）及びNICUに併  

設された回復期治療室（以下、「GCU」という。）に長期入院している児童につい  

て、その状態に応じた望ましい療養・療育環境への円滑な移行を図るため、NIC  

∪入院児支援コーディネーター（以下、「コーディネーター」という。）を配置する。  

イコーディネーターの業務は以下のとおりとする。  

（ア）必須の業務  

aNtCU及びGCUの長期入院児の現状把握及び現在入院中の医療機関と望  

ましい移行先（他医療機関、福祉施設、在宅等）との連携・調整  

（イ）必ずしも全てを行う必要は無いが、地域の実情に応じて、他職種とも連携しなが  

ら実施すること  

a移行後の緊急時に備えた救急医療機関・専Fl的医療機関との連携  

b家族への包括的なケアの提供  

c在宅生活等への移行に伴う医療的・福祉的環境整備  

（4）周産期医療システム整備に係る基本方針（略）   （4）周産期医療システム整備に係る基本方針（略）  

－
N
皐
－
 
 
 



新（案）  

6 小児科・産科医療体制整備事業について  

（1） 目的  

小児科医・産科医の不足に対応するための医療資源の集約化・重点化や女性医師の就  

労支援策等、都道府県における小児科・産科医療の体制整備を図る。  

6 健やかな妊娠・出産等サポート事業について  

（り 目的  

小児科医・産科医の不足に対応するための医療資源の集約化・重点化や女性医師の就  

労支援策等、都道府県における小児科・産科医樟の体制整備を図る。また、併旦壬L塵  

やかな妊娠・出雇等をサ岬  

出産の安全・安心の確保を図る。  

（2） 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とする。  

（3） 事業の内容  

① 小児科・産糾引副本制整備事業  

医療資源の集約化・重点化に係る次に掲げるア又はイの取組を実施するものとし、1  

（2） 実施主体  

本事業の実施主体は、都道府県とする。  
（3）事業の内容  

医療資源の集約化・重点化に係る次に掲げる皇室を実施するものとし、1都道府県あ   

たり3年を限度に補助するものとする。また、既存の事業では対応できない分野とする。   

金 女性医師等の労働環境整備及び仕事と家庭の両立支援の先駆的な取組   
塾 集約化■重点化に関する地域住民等への理解を深める広報啓発等  

都道府県あたり3年を限度に補助するものとする。   

三 女性医師等の労働環境整備及び仕事と家庭の両立支援の先駆的な取組   
土 集約化・重点化に関する地域住民等への理解を深める広報啓発等  

②瑚辰・出産等支援体制整備車農   
健やかな妊娠僻  
ものについて、プ岬助するものと  

する。  
三脚こ資する取組  

妊婦・胎児のリスクの軽減や早産児・低出生体重児等の出生リスクの低下を図るた   

めの妊娠期からの支援体制の構築に資する取細  
イ 出産期に係る周産期医療提供体制の確保に資する取組   
周産期医療施設におけるN t CUの確保を岬I  

CU長期入院児を対象にした、在宅への移行支援及び継続した支援体制整備のための  

里塑  
（4） その他  

事業の紳こあたっては、以下の通知を参照すること。  「小児科柳17年12月22  
日付医政発第1222007号、月卿号・厚革労  

嘩碑均等・児童家庭局長、総務省自浄財政局長、文部科学雀高  

等教育局長連名通知）   

第3 匡lの助成  

母子保健医療対策等総合支援事業の各事業に要する経費については、国は予算の範囲内に  

おいて別に定めるところにより補助することができるものとする。  

ただし、法律、政令、省令等に基づき他から国庫補助金が交付される事業は対象から除外  

する。  

第4 事業計画  

この実施要綱に基づく各事業を実施する鳩舎には、別紙様式による事業計画を策定し、別  

に定める期日までに厚生労働大臣に提出すること。   

第3 国の助成  

母子保健医療対策等総合支援事業の各事業に要する経費については、国は予算の範囲内に  

おいて別に定めるところにより補助することができるものとする。  

ただし、法律、政令、省令等に基づき他から国庫補助金が交付される事業は対象から除外  

する。  

第4 事業計画  

この実施要綱に基づく各事業を実施する場合には、別紙様式による事業計画を策定し、別  

に定める期日までに厚生労働大臣に提出すること。  



雇児母発第0823001号  

平成17年8月23日  

一部改正 雇児母発第1011001号  

平成18年10月11日  
一部改正 屋児母発第0514001号  

平成19年5月14日  

産児母発第0823001号  

平成17年8月23日   

一部改正 雇児母発第1011001号  

平成18年10月11日  
一部改正 雇児母発第0514001号  

平成19年5月14日  
一部改正 尾児母発第  ※  号  

平成2 0年※月※日  

都 道 府 県 各 指 定 都 市   中  核  市  
各 指 定 都 市  

都 道 府 県        中  核  市  
母子保健主管部（局）長 殿  母子保健主管部（局）長 殿  

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長   

母子保健医療対策等総合支援事業の実施について   

厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長   

母子保健医療対策等総合支援事業の実施について   

標記については、平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童  
家庭局長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」により実施要綱が示されたと  
ころであるが、このうち、生涯を通じた女性の健康支援事業及び小児科・産科医療体制整備事業  
の実施に当たっては、下記に留意のうえ、その適正かつ円滑な運営が図られるようご配慮願いた  

い。   

なお、新生児聴覚検査の実施について（平成12年10月20日児母第57号厚生省児童家庭  

局母子保健課長通知）、生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月10日  
児母第24号厚生省児童家庭局母子保健課長通知）及び特定不妊治療費助成事業の実施について  

（平成16年3月31日産児母発第0331003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健  
課長通知）は、この通知の施行をもって廃止する。  

標記については、平成17年8月23日尾児発案0823001号厚生労働省雇用均等・児童  

家庭局長通知「母子保健医療対策等総合支援事業の実施について」により実施要綱が示されたと  
ころであるが、このうち、生涯を通じた女性の健康支援事業及び小児科・産科医療体制整傭事業  
の実施に当たっては、下記に留意のうえ、その適正かつ円滑な運営が図られるようご配慮願いた  

い。   

なお、新生児聴覚検査の実施について（平成12年10月20日児母第57号厚生省児童家庭  
局母子保健課長通知）、生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について（平成8年5月10日  

児母第24号厚生省児童家庭局母子保健課長通知）及び特定不妊治療糞助成事業の実施について  

（平成16年3月31日屋児母発案0331003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健  
課長通知）は、この通知の施行をもって廃止する。  

記  

1 生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について  

（略）   

1 生涯を通じた女性の健康支援事業の実施について  

（略）  



新（案）   旧   

2周産期医療対策事業におけるNICU入院児支援事業の実施について  
（1）NICU入院児支援コーディネーター（以下、「コーディネーター」という。）の位置  

づけ等について  
都道府県は、新生児集中治療室（以下、「NICU」という0）及びNICU併設され  ‖   

た回復期治療室（以下、「GCU」というJ†こ入院している児童について、その児童lこ  
最も適した療養環境への移行を推進するため、どⅥような重症児であっても家族の一員と  
して生活できることを目標に支援を行い、各都道府県の母子保健医療施策を推進するため  
の責任を担うコーディネーターを配置する。  

コーディネーターの業務について  （2）   

① 必須の業務  
NICU及びGCU（以下・「NICU等」という。）の長期入院児の現状把握及び   

現在入院中の医療機関と望ましい移行先（他医療機関、卿・   
盟豊  

ア M CU等の長期入院児の状況や、NICU退院後の移行先の候補となる施設（他  
医療機関、喜郎  

イ M CU等の長期入院児の退院後の移行先の候補となる施設や、在宅封舌を支援  
する地域の医療機関等と連絡を取り、個々の長期入院児の状態に応じた望ましい移  

行先をある程度選定する。   
ウ捌莞・調整を行う。   
エ叫lナれば将来的lこ長期lこ入院する可能  

性のある児童についても、即  

② 必ずしも全て行う必要はないが、地域の実情lこ応じ、他職種とも連携しながら実施す   

ること   

ア㈱・専門的医療機関との連携   
（ア）福祉施設、在宅等に移行した後も、卿こは高度な医療機関  

等による対応が必要となるが、そういった場合に備え、日頃より緊急時の医療機  

関との連携を図る。   

（イ）膵引こ移行後も定期的lこ専門的医療機関への通院が必要な場合、その連携を  

支援する。  

イ 家族への包括的なケアの提供   
（ア）卜＝CU入院時から、嘩  
トイ）NICU等から他医療機関、福祉施設、在宅等への移行を考えるにあたり、家  

族の移行先に対する理解を岬   
噛こ移行した後も、必要lこ応じて家族lこ対する精  

神的ケアを行L  
ウ 在宅生活等への移行lこ伴う地域の在宅医療∵福祉サービスの情葡提供及び環境整備  

在宅等へ移行するにあたり、在宅生活で必要と考えられる訪問診療、訪問看護、  
訪問リハビリ、人工呼吸器等の医療機器の貸し出し等の在宅医療に必要な支援の調  

整や、訪問ヘルパー、移動具（幸いす等）の作成・貸し出し、住宅改造等の福祉的  

サービスといった医療的■福祉的環境についての情報提供を行うとともに、不十分   



新（案）   旧  

な部分についての整備、改善を推進する。  
（3）コーディネーターの配置場所について  

保健福祉行政担当部署、総合周産期母子医療センターなど、地域の状況に応じた適切な   
場所にコーディネーターを配置すること。  

（4）コーディネーターの職種、資格について  

保健師、看護師など、コ⊥ディネーターの業務内容を踏まえ、適切な人材を配置するこ   
L  

（5）その他  

事業の実施にあたっては、以下の通知を参照すること。  
の「新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する適切な療養・療育環境   

の確保等の取組について」（平成19年12月26日医政発第1226006号、雇児発第1226004   

号、杜撰発第1226002号、保発第1226001号厚生労働省医政局長、雇用均等・児童家庭   

局長、社会・援護局長、保険局長連名通知）  

②「新生児集中治療管理室等に長期入院している児童に対する適切な療養・療育環境  

の確保等の取組について（留意事項）」（平成19年12月26日医政総発第1226001号、尾   

児母発第1226001号、障障発第1226001号、保医発第1226001号厚生労働省医政局総務  

課長、雇用均等・児童家庭局母子保健課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課   
長、保険局医療課長連名通知）  

2 小児科・産科医療体制整備車業の実施について                         3健やかな妊娠・出産等サポート事業における小児科・産科医療体制整備事業の実施について   

病院の小児科・産科の医師の確保が著しく困難な地域において、「小児科・産科医師確保が  病院の小児科・産科の医師の確保が著しく困難な地域において、「小児科・産科医師確保が   
困難な地域における当面の対応について」（平成17年12月2日付「地域医療に関する関係省庁  困難な地域における当面の対応について」（平成17年12月2日付「地域医療に関する関係省庁   

連絡会議」におけるワーキンググループ報告書）の趣旨に基づき、緊急避難的な措置として、  連絡会護」におけるワーキンググループ報告書）の趣旨に基づき、緊急避難的な措置として、   

医療資源の集約化・重点化に取り組む場合に、以下に示すような都道府県の取組に対して一定  医療資源の集約化・重点化に取り組む場合に、以下に示すような都道府県の取組に対して一定   
の補助を行う。   の補助を行う。   
（1）対象となる事業内容について   （1）対象となる事業内容について   

① 女性医師等の確保対策としての労働環境整備及び仕事と家庭の両立支援   ① 女性医師等の確保対策としての労働環境整備及び仕事と家庭の両立支援   
ア データ収集   ア データ収集   
（ア）勤務時間等労働条件、労働環境に関する調査   （ア）勤務時間等労働条件、労働環境に関する調査   

（イ）仕事と子育ての両立に関する調査   （イ）仕事と子育ての両立に関する調査   

イ 女性医師等の継続就業、再就業の援助に関する先駆的な事例の収集及び他の医療機関   イ 女性医師等の継続就業、再就業の援助に関する先駆的な事例の収集及び他の医療機関   
への情報提供   への情報提供   

ウ 病院管理者、その他病院関係者に対する説明会の開催等を通じた女性医師等の仕事と   ウ 病院管理者、その他病院関係者に対する説明会の開催等を通じた女性医師等の仕事と   
家庭の両立支援についての普及啓発   家庭の両立支援についての普及啓発   

エ 女性医師等の継続就業及び再就業への支援策の検討、実践の取組への支援   エ 女性医師等の継続就業及び再就業への支援策の検討、実践の取組への支援   

－
N
0
0
－
 
 
 



新（案）   

オ その他女性医師等の確保及び仕事と家庭の両立支援に係る取組で厚生労働大臣が認め  

るもの（既存の補助金等で措置される場合を除く）  

② 集約化・重点化に係る広報啓発等   

ア 地域住民への説明会（意見交換会）の開催   

イ 具体的な対策についての病院間係看等への説明会   

り 集約化・重点化を解説したリーフレット等の作成   

エ その他厚生労働大臣が認めるもの   

（2）実施に当たっての留意事項  

当該都道府県の地域医療対策協芳養会において協議を行い、   

① 小児科・産科医療の圏域の設定   

③ 必要な脛域については、「連携強化病院」や「連携病院」の設定   

③ それらを包括した集約化一重点化計画の策定  

がなされていること。   

※上記については、現在検討中の場合を含む。  

（3）事業結果の報告について  

厚生労働省に対する事業結果の報告は、その時期や内容等について別途連絡するものと   

する。   

オ その他女性医師等の確保及び仕事と家庭の両立支援に係る取組で厚生労働大臣が認め  

るもの（既存の補助金等で措置される場合を除く）  

② 集約化・重点化に係る広報啓発等   
ア 地域住民への説明会（意見交換会）の開催   

イ 具体的な対策についての病院関係者等への説明会   
り 集約化・重点化を解説したリーフレット等の作成   
エ その他厚生労働大臣が認めるもの   

（2）実施に当たっての留意事項  

当該都道府県の地域医療対策協社会において協諸を行い、   

① 小児科・産科医療の圏域の設定   
② 必要な圏域については、「連携強化病院」や「連携病院」の設定   
③ それらを包括した集約化・重点化計画の策定  

がなされていること。   
※上記については、現在検討中の場合を含む。   

（3）事業結果の報告について  

厚生労働省に対する事業結果の報告は、その時期や内容等について別途連絡するものと   

する。  

（4）その他   

事業の実施にあたっては、以下の通知を参照すること。  
「小児科・産常における医療資源の集約化・岬2月22  

日付医政発第1222007号、卿・厚生労  

働省医政局長、瑚台財政局長、文部科学省高  
等教育局長連名通知）  
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平成19年度母子保健衛生費国庫負担（補助）金  

及び結核児童療育費国庫負担金交付要綱  

平成20年度母  子保健衛生費豊国庫負担（補助）金交付要綱  

（通則）  

1 平成19年度母子保健衛生費国庫負担（補助）金及び結核児童療育費国庫負担金について   

は、予算の範囲内において交付するものとし、母子保健法（昭和40年法律第141号）、母子   

保健法施行令（昭和40年政令第385号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、児童福祉   

法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、補   

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に係   

る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行  

令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年要義香合第6号）の規   

定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

2 （略）  

（交付の対象）  

3 この負担金及び補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）養育医療給付事業（負担金）  

母子保健法第20条の規定により、卿（昭和22年政令第77号）  
第1条に定める保健所を設置する市（以下「政令市」という。以下同じ。）及び特別区  

（通則）  

1平成迎年度母子保健衛生費国庫負担（補助）金及び結核児童日用品費等国庫負担金につ   

いては、予算の範囲内において交付するものとし、母子保健法（昭和40年法律第141号）、   

母子保健法施行令（昭和40年政令第385号）、児童福祉法（昭和22年法律第164号）、児童   

福祉法施行令（昭和23年政令第74号）、児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）、   

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30年法律第179号）、補助金等に   

係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号。以下「適正化法施  

行令」という。）及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成12年要義薯令第6号）の   
規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。  

2 （略）  

（交付の対象）  

3 この負担金及び補助金は、次の事業を交付の対象とする。  

（1）養育医療給付事業（負担金）  

母子保健法第20条の規定により、都届府県、地域保健法施行令（昭和22年政令第77号）  

第1条に定める保健所を設置する市（以下「政令市」という。以下同じ。）及び特別区   

が行う養育医療の給付  が行う養育医療の給付のうち学習及び療養生活に必要な物品の支給を除いたもの。  

（2）結核児童療育給付事業（負担金）  

児童福祉法第20条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市が行う療育の給付の   

うち移送に係るものを除いたもの。  

（3）㈲（負担金）  
児童福祉法20条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市が行う療育の給付のう   

ち学習及び療養生活に必要な物品の支給並びに母子保健法第20粂の規定により、都道府   

県、卿こ係るもの。   

し竺⊥ 母子保健医療対策等総合支援事業（補助金）  

平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子  

保健医療対策等総合支援事業の実施について」に基づき、実施する次の事業とする。   

ア 都道府県が行う子どもの心の診療拠点病院機構推進事業   

イ 都道府県、政令市及び特別区が行う療育指導事業  

廷⊥ 母子保健医療対策等総合支援事業（補助金）  

平成17年8月23日雇児発第0823001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子  

保健医療対策等総合支援事業の実施について」に基づき、実施する次の事業とする。   

ア 都道府県が行う母子保健強化推進特別事業   

イ 都道府県、政令市及び特別区が行う療育指導事業  



ウ 都道府県、指定都市及び中核市が行う生涯を通じた女性の健康支援事業   

工 都道府県、指定都市及び中核市が行う特定不妊治療費助成事業   

オ（1）都道府県が行う周産期医療対策事業  
（2）①都道府県が行う総合周産期母子医療センターの運営事業  

②都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う総合周産期母子  

医療センターの運営事業に対して都道府県が補助する事業   

力 都道府県が行う小児科・産科医療体制整備事業  

（3）御…（負担金）  
児童福祉法第20条の規定により、都道府県、指定都市及び中核市が行う療育の給付  

ウ 都道府県、指定都市及び中核市が行う生涯を通じた女性の健康支援事業  

工 都道府県、指定都市及び中核市が行う特定不妊治療費助成事業  

オ（1）都道府県が行う周産期医療対策事業   

（2）①都道府県が行う総合周産期母子医療センターの運営事業  

②都道府県知事の要請を受けた病院の開設者が行う総合周産期母子  

医療センターの運営事業に対して都道府県が補助する事業  

力 都道府県が行う小児科・産科医療体制整備事業  

（交付額の算定方法）  

4 この負担金及び補助金の交付額は、それぞれ次により算出するものとする。   

ただし、3の⊥むについて、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを   

切捨てるものとする。  
（1） 3の（1）の事業  

（交付額の算定方法）  

4 この負担金及び補助金の交付額は、それぞれ次により算出するものとする。   

ただし、3の也について、算出された額に千円未満の端数が生じた場合には、これを   

切捨てるものとする。  

（1） 3の（1）の事業  

（略）  

（2） 3の（2）の事業   

（略）   

ア㈱剛こ定める対象経費の実支出額から寄付  

金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額を選定する。   イ凋削こ2分（り1を乗じ  
て得た額を交付額とする。  

（3） 3の（3）の事業  

別表2の第3欄に定める基準額と、㈱対象経費の実支出額から寄付金  

その他の収入額を控除し美額を比較して少ない方の額を選定し、：Z分の1を乗じて得  

た額を交付額とする。  

上旦13の（射のうち、ア、イ、ウ、エ、オ（1）、オ（2）の①及びカの事業   

（略）  

⊥亘⊥ 3の（4）のうち、オ（2）の②の事業   

（略）  

臼辻 3の（幻のうち、ア、イ、ウ、エ、オ（1）、オ（2）の①及びカの事業  

（略）   

上旦1 3の（かのうち、オ（2）の②の事業  

（略）  

1旦13の（封の事業   

」旦む 

（交付額の下限）  

5 （略）   

（養育の給付に要する費用の徴収基準額）  

6 （略）   

（療育の給付に要する費用の徴収基準額）  

7 （略）   

（交付額の下限）  

5 （略）   

（養育の給付に要する費用の徴収基準額）  

6 （略）   

（療育の給付に要する費用の徴収基準額）  

7 （略）  



8 （略）  

（申請手続）  

9 この負担金及び補助金の交付の申請は、別紙様式2による申請書を平成20年7月31日ま   

でに厚生労働大臣に提出して行うものとする。   

（変更中諸手続）  

10 この負担金及び補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交   

付申請等を行う場合には、9に定める申請手続に従い、平成21年1月30日までに行うもの  

8 （略）   

（申請手続）  

9 この負担金及び補助金の交付の申請は、別紙様式2による申請書を平成19年9月28日ま  

でに厚生労働大臣に提出して行うものとする。   

（変更申請手続）  

10 この負担金及び補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交   

付申請等を行う場合には、9に定める申請手続に従い、平成20年1月31日までに行うもの   

とする。  

なお、当初申請時の提出書類と比較して、申請額の増減又は事業の新設・中止等の変更   

がないものについては、提出を要しない。  

11～12 （略）  

（実績報告）  

13 この負担金及び補助金の事業実績報告は、平成20年6月30日（8の（3）により事業の   

中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1か   

月を経過した日）までに別紙様式第3による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなけ   

ればならない。   

14～15（略）   

とする。   

なお、当初申請時の提出書類と比較して、申請額の増減又は事業の新設・中止等の変更  

がないものについては、提出を要しない。  

11～12 （略）  

（実績報告）  

13 この負担金及び補助金の事業実績報告は、平成21年6月30日（8の（3）により事業の   

中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知書を受理した日から起算して1か月   

を経過した日）までに別紙様式第3による報告書を厚生労働大臣に提出して行わなければ   

ならない。  

14～15（略）  



新（案）  旧   

別表1徴収基準額表（養育医療給付事業）  別表1徴収基準額表（養育医療給付事業）   

； 匡   世 帯 の 階 層（細）区 分  徴収基準  階層  世 帯 の 階 層（細）区 分  徴収基準  
額   区分  月  額  

H  
A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  H 0   A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  0  H 0  

び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  
国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

旦畳  

B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，600   260  B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，600  260  

A階層及びD階℡を除き当接  Cl   5，400   
A謄層及びD階層を除き当は  

年度分の市町村民税の隋税  （所得割の額のない世帯）   
Cl   5，400  540  

年度分〝）市■丁村民税グ）課税  （所得割の額のない世帯）  
C階層    世＃であって、その市町村民  C階層    世＃でふって、その市町村民  

増の額の区分が次の区分に  
C2   7，900   

憎の額ク）区分が次の区分に  

所得割の額ある世帯  け当する世鞭   
所得割の額ある世帯   C2   7，900  790  

l妻当十る世幕   

円  
所得税の年額 

円  
所得税の年額  

30，000円以下   Dl   10，800   1，080  30，000円以下   Dl   10，800  1，080  

30，001～ 80，000  D2   16，200   1，620  30，001～ 80，000  D2   16，200  1，620  

80，001～ 140，000  D3   22，400   2，240  80，001～140，000  D3   22，400  2，240  

140，001～ 280，000  D4   34，800   3，480  140，001～ 280，000  D4   34，800  3，480  

280，001～ 500，000  D5   49，400   4，940  280，001～ 500，000  D5   49，400  4，940  

A階層及びB階  500，001～ 800，000  D6   65，000   6，500  A階層及びB階  500，001～ 800，000  D6   65，000  6，500  

層を除き前年分   800，001～1，160，000  D7   82，400   8，240  層を除き前年分   800，001～1，160，000  D7   82，400  8，240  

D階層  1，160，001～1，650，000  D8   102，000   10，200  D階層  1，160，001～1，650，000  D8   102，000  10，200  

帯であって、そ   1，650，001～2，260，000  D9   123，400   12，340  帯であって、そ   1，650，001～2，260，000  D9   1孔400  12，340  

の所得税課税の   2，260，001～3，000，000  DlO   147，000   14，700  の所得税課税の   2，260，001～3，000，000  DlO   147，000  14，700  

額の区分が次の   3，000，001～3，960，000  Dll   172，500   17，250  額の区分が次の   3，000，001～3，960，000  Dll   172，500  17，250  

区分に該当する   3，960，001～5，030，000  D12   199，900   19，990  区分に該当する   3，960，001～5，030，000  D12   199，900  19，990  

世帯   5，030，001′－6，270，000  D13   世帯   5，030，001～6，270，000  D13   229，400  22，940  

6，270，001以上   D14   229，400  22，940                     全額   6，270，001以上   D14   全額  

26，300円  26，300円  

1（略）  1（略）  

2 この表のDl～D14階層における「所得税額」とは、所得税法（昭和40年法律第33  40年法律第33  
号）、租税特別措置法（昭和32年法律第26号）、所得税法等の一部を改正する等の法  改正する等の法  

備  律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ず  備  して早急に講ず  
べき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成11年法律第8号）及び災  第8号）及び災  

害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律（昭和22年法律第175号）  去律第175号）  

考  の規定によって計算された所得税の額をいう。  考  の規定によって計算された所得税の額をいう。  

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。  する。   

－
∽
∽
－
 
 
 



新（案）  旧  

（1）所得税法第92粂第1項、第95条第1項、第2項及び第3項  （1）所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項  
（2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2、第41条の19の2第1項  （2）租税特別措置法第41条第1項及び第2項、第41条の2並びに第41条の19の2  

並びに第41条の19の3  第1項  
（3）租税特別措置法の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第12条  （3）租税特別措置法の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第12条  

3～7 （略）  ～7（略）  

－
∽
皐
－
 
 
 



別表1－2 徴収基準額表（結核児童療育給付事業）  別表1－2 徴収基準額表（結核児童療育給付事業）  

l階層  世 帯 の 階 層（細）区 分  世 帯 の 階 層（細）区 分  徴収基準  

区分  徴収基準 月 額  徴収基準 加算月額  l  】  階層 区分  月 額  

A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）及  A階層  生活保護法による被保護世帯（単給世帯を含む）  

び、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰  
国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給  

堂畳  

B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，200   220  B階層  A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯  2，200  220  

A楷t及びD階層を除き当揺  Cl   4，500   450  
A階層及びD醇層を除き当け  

年度分の市町村民悦の課税  （所得割の額のない世帯）   
Cl   4，500  450  

年度分の市町村民税の課税  （所得割の額のない世帯）  

C階層    世帯であって、そ♂）市町村民  C階層    世帯であって、その市町村民  
税の額の区分が次の区分に  

C2   5，800   580  
繊の額の区分が次の区分に  
棟当する世蕎   所得割の額ある世帯   

C2   5，800  580  
は当する世＃   所得割の額ある世帯  

円  
所得税の年額 

円  
所得税の年額  

4，800円以下   Dl   6，900   690  4，800円以下   Dl   6，900  690  

4，801～ 9，600  D2   7，600   760  4，801～ 9，600  D2   7，600  760  

9，601～16，800  D3   8，500   850  9，601～16，800  D3   8，500  850  

16，801′～ 24，000  D4   9，400   940  16，801～ 24，000  D4   9，400  940  

24，001～ 32，400  D5   11，000   1，100  24，001～ 32，400  D5   11，000  1，100  

A階層及びB階  32，401～ 42，000  D6   12，500   1，250  A階層及びB階  32，401・～ 42，000  D6   12，500  1，250  

層を除き前年分   42，001～ 92，400  D7   16，200   1，620  層を除き前年分   42，001～ 92，400  D7   16，200  1，620  

の所得税課税世   92，401～120，000  D8   18，700   1，870  の所得税課税世   92，401～120，000  D8   18，700  1，870  

帯であって、そ   120，001′～156，000  D9   23，100   2，310  帯であって、そ   120，001～ ユ56，000  D9   23，100  2，310  

D階層  156，001・～198，000  DlO   27，500   2，750  D階層  156，001～198，000  DlO   27，500  2，750  

額の区分が次の   198，001′－287，500  Dll   35，700   3，570  額の区分が次の   198，001～287，500  Dll   35，700  3，570  

区分に該当する   287，501～397，000  D12   44，000   4，400  区分に該当する   287，501～397，000  D12   44，000  4，400  

世帯   397，001～929，400  D13   52，300   5，230  世帯   397，001～929，400  D13   52，300  5，230  

929，401～1，500，000  D14   80，700   8，070  929，401～1，500，000  D14   80，700  8，070  

1，500，001～1，650，000  D15   85，000   8，500  1，500，001～1，650，000  D15   85，000  8，500  

1，650，001～2，260，000  D16   102，900   10，290  1，650，001～2，260，000  D16   102，900  10，290  

2，260，001～3，000，000  D17   122，500   12，250  2，260，001～3，000，000  D17   122，500  12，250  

3，000，001～3，960，000  D18   143，800   14，380  3，000，001～3，960，000  D18   143，800  14，380  

3，960，001以上   D19  全  額  左の徴収基  3，960，001以上   D19  全  左の徴収基  
，準月額の10  準月額の10  

％  ％  

ただしその  ただしその  

額が17，120  額が17，120  

円に満キな  円に満たな  

い場合は  い場合は  

17，120円  17，120円  

1（略）  1（略）  



2 世帯階層区分の認定  
（1）認定の原則  

（略）  

（2）認定の基礎となる用語の定義   

ア（略）   

イ（略）   

り 認定の基礎となる「所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、所得税法等   
の一部を改正する筆の法律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変   
化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する接律   
（平成11年法律第8号）、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法   
律の規定によって計算された所得税の額（ただし、所得税額を計算する場合には、   
所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法第41条   
第1項、第2項、第41条の2及び第41条の19の2第1項、 
租税特別措置法の一部を改正する法律（平成10年法律第23号）附則第12粂の規   

定は適用しない。）、地方税法により賦課される市町村民税、（ただし、所得割を計  算する場合には、地方税法第314粂の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用   
しない。）及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在生活   
扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所得税の   
課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税の課税   
又は免除（地方税法第323条による免除。以下同じ。）の有無をもって認定の基準  
とする。  
ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場   

合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又は前  
年度の市町村民税によることとする。  

（3）徴収基準額表の適用時期  
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うも  

のとする。  
3～4（略）   

2 世帯階層区分の認定  
（1）認定の原則   

（2）認定の基礎となる用語の定義   

ア（略）   

（略〉     イ（略）   

り 認定の基礎となる一所得税額等」とは、所得税法、租税特別措置法、所得税法等   
の一部を改正する等の法律（平成18年法律第10号）による廃止前の経済社会の変  
化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法   
律（平成11年法律第8号）、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関す   
る法律の規定によって計算された所得税の額（ただし、所得税額を計算する場合   
には、所得税法第92粂第1項、第95条第1項、第2項、第3項、租税特別措置法   

盲   
規定は適用しない。）、地方税法により賦課される市町村民税、（ただし、所得割を   
計算する場合には、地方税法第314条の7及び同法附則第5粂第3項の規定は適   
用しない。）及び生活保護法による保護をいう。まず、生活保護については、現在  
生活扶助、医療扶助等の保護を受けている事実、所得税については前年分の所   
得税の課税の有無及びその額、市町村民税については、当該年度の市町村民税   
の課税又は免除（地方税法第323条による免除。以下同じ。）の有無をもって認  
定の基準とする。  

ただし、前年分の所得税又は当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない  
場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前々年分の所得税又  
は前年度の市町村民税によることとする。  

（3）徴収基準額表の適用時期  
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うも  

のとする。  
3～4（略）  

備  備  



！l  3 基準額等  l   4 対象経費  ■   ‖ Dメ．－よ  2 種目l   3 基準額等  1区分  2 種目 4 対象経費  l  5又は  
補助率   補助率   

母子保健  養育医療費  母子保健法第20条第3項第1号から第  養育医療（移送を除く。）  2分の1  母子保健  墓室匿重畳  母子保健法第20粂第3項に規定する各  養育医療に必要な委託  2分の1  
衛生費国  て百雷首簡  4ロまでに係る費用については「診療  に必要な委託料負担金  衛生費国  号のうち、次により 出された合算額  料、負担金、補助及び交  
庫負担金   報酬の算定方法】（平成18年厚生労働省  庫負担金  から、これらの費用について医療保険  

告示第92号）、「入院時食事療養費に係  各法による負担額を控除した額  
る食事療養及び入院時生活療養費に係  1第1号から第4号までに係る費用  
る生活療養の費用の額の算定に関する  については、「診療報酬の算定方法」  
基準（平成18年厚生労働省告示第99号）、   （平成18年厚生労働省告示第92号）、  

「保険外併用療養費に係る療養について  「入院時食事療養費に係る食事療養  
の費用の額の算定方法l（平成18年厚生  及び入院時生活療養費に係る生活療  
労働省告示第496号）により算定した額  養の費用の額の算定に関する基準（平  
の実支出額の合算額から、医療保険各  成18年厚生労働省告示第99号）、「保  

法による負担額を控除した額  険外併用療養費に係る療養について  
の費用の額の算定方法」（平成18年厚  
生労働省告示第496号）により算定し  

療育の給付  次により算出された額の合算額   療育の給付（学習品・日  2分の1  た額の実支出額   
膏「亨菅‾富  1 児童福祉法第20条第3項に規定す  用品の給付を除く。）に  2 第5号に係る費用については、入  
・日用品の  る各号のうち、次により算出された  必要な需用費（消耗品  院に必要な最′ト限度の交通費の実支  
紆7「看‾頂  合計額からこれらの費用について医  費）、委託料、扶助費、  坦麹  
エ」＿＿   療保険各法及び感染症の予防及び  ただし、指定養育医療機関が移送を  

感染症の患者に対する医療に関す  実施する場合にあっては、都道府県  
る法律による負担額を控除した額  知事又は政令市長及び特別区長が指  

（1）第1号から第4号までの給付に  定養育医療機関とあらかじめ協議し  
要する費用については「診療報酬の  エ星型主塵  
算定方法」（平成18年厚生労働省告  
示第92号）、「入院時食事撰養費に  
係る食事撰養及び入院時生活療養  
費に係る生活療養の費用の額の算  
定に関する基準」（平成18年厚生労  
働省告示第99号）、「保険外併用療  
養費に係る療養についての費用の  
額の算定方法l（平成18年厚生労働  
省告示第496号）により算定した額  
の実支出額  

（2） 

移送に必要な最小限度の交通費の  
実支出額nただし、指定療育機関  
が移送を実施する場合にあっては、   
都道府県、指定都市又は中核市が  
指定療育機関とあらかじめ協議し  
三重座主塵  

結核児童  結核児童日用品費等の給  
日用品費  
等負担金   及び療養生活に必要な物品の給付に  

要する費用については、次により算  
塑旦並立堕  

⊥
ご
γ
 
 
 



委託料、備品購入費   

－
∽
0
0
－
 
 
 



食糧費、印刷製本費）、  
役務費（通信運搬費、  

印刷製本費）、役務費（通  
信運搬費、広告料）、委  

l   l   l託料、使用料及び賃借料、  l  l  】   l   

l篤ム言富l  
備品購入費   

購入費   

特定不妊治  特定不妊治  特定不妊治療費助成事  

療費助成事  に必要な報酬、貸金、報  療費助成事  業に必要な報酬、貸金、  

業   償費、旅費、需用費（消  業   報償費、旅費、需用費  
耗晶費、印刷製本費）、  （消耗品費、印刷製本  
役務費（通信運搬費、広  費）、役務費（通信運  
告料）、委託料、備品購  搬費、広告料）、委託  
入費、負担金、補助及び  料、備品購入費、負担  
交付金、扶助費   金、補助及び交付金、  

扶助費   

周産期医療  周産期医療対策事業に必  周産期医療  周産期医療対策事業に  

対策事業   要な報酬、給料（P※）、 金 対策事業   必要な報酬、賃金、報  
償費、旅費、需用費（消  

貸、報償費、旅費、需 用費（消耗品費、食糧費、 印刷製本費） 耗晶費、食糧費、印刷  
、役務費（通  製本費）、役務費（通  

信運搬費、広告料）、委  信運搬費、広告料）、  
託料、使用料及び賃借料、  委託料、使用料及び賃  
機器据付料、備品購入費   借料、機器据付料、備  

品購入費   

総合周産期  総合周産期母子医療セン  総合周産期  総合周産期母子医療セ  

母子医療セ  タ一連営事業に必要な報  母子医療セ  ンタ一連営事業に必要  
ンタ一連営  酬、給料、賃金、職員干  ンタ一連営  な報酬、給料、賃金、  

事業   当等、共済費、旅費、需  事業   職員手当等、共済費、  
用費（消耗品費、燃料費、  旅費、需用費（消耗品  
食糧費、印刷製本費、光  費、燃料費、食糧費、  
熱水費、修繕料、医薬材  印刷製本費、光熱水費、  
料費）、役務費（通信運  修繕料、医薬材料費）、  

搬費）、委託料、使用料  役務費（通信運搬費）、  

及び賃借料、備品購入費、  委託料、使用料及び貨  
減価償却費、資産消耗費   借料、備品購入費、減  

価償却費、資産消耗費   

墜竺むを壁  小児科・産科医療体制整  ′ト児科・産  小児科・産科医療体制  

娠・出産等  僻事業に必要な報酬、貨  塾墜遷座遡 整備事業に必要な報酬、  

±ぜ二上室  金、共済費、報償費、旅  整備事業   賃金、共済費、斡償費、  

墓   費、需用費（消耗品費、  旅費、需用費（消耗品  
印刷製本費、修繕料）、役  費、印刷製本費、修繕  
務費（通信運搬費、広告  料）、役務費（通信運搬  

料）、委託料、使用料及び  費、広告料）、委託料、  

賃借料、備品購入費   使用料及び賃イ苦料、傭  
品購入費   



新（案）  旧  

塞堕盟  療育の給付に必要な需  
童療育  1児童福祉法第20粂第3項に規定する  
豊国塵  各号のうち、次により算出された合計  
負担金   額からこれらの費用について医療保険  

各法及び感染症の予防及び感染症の  
患者に対する医標に関する法律によ  
る負担額を控除した額  

（1）第1号から第4号までの給付に要  
する費用については「診療報酬の算  
定方法1（平成18年厚生労働省告示  
第92号）、r入院時食事療養費に係る  
食事療養及び入院時生活療養費に係 ののの  
る生活療養費用額算定に関す  
る基準】（平成18年厚生労働省告示  
第99号）、「保険外併用療養費に係る  
療養についての費用の額の算定方  
法I（平成18年厚生労働省告示第496  
号）により算定した額の実支出額  

（2）第5号に係る着用については、移  
送に必要な最小限度の交通費の実支  
也墾  

ただし、指定療育機関が移送を実  
施する場合にあっては、都道府県、  
指定都市又は中核市が指定療育機関  
とあらかじめ協議して定めた額  

2同第2項の学習及び療養生活に必要  
な物品の給付に要する費用の場合  

（1）学習品費  
ア小学校就学児童1人につき  

2，190円×給付月数  
イ中学校就学児童1人につき  

2，810円×給付月数  
（2）日用品費  

児童1人につき  
18，510円×給付月数  

※ 「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」及び「周産期医療対策事業」㈱こついては調整中   



新（案）  旧   

別紙l憂式欄1  別紙牒式零1   

平成辿年度 母子保健衛生費負担（補助）金及び結核児童療育手負担金調書  平成ユ旦年度 母子保健衛生費負担（補助）金及び結核児童療育煮魚担金調書  
補助書手有名  

囚  他    方    上さ    ♯    団    体  他    方    土ゝ    ♯    団    体  

l  噂雪  

千耳科目   傭雪  続出  千事雷1日   担（≠助）金  担（禰助）金  

相当書t   相当甥  相当聯   相当聯  

円   円  円  円   円   円  円   円  円   円   円   円  
尼il雫‡■t  児童博捜t  

16母子恨■薗牛t  
1b良子慢愴む隼t 旦＿」皇＿＿虚  

†★肋生  

16iま帽l恩t日用品■  迫＿旦三選逢旺1  

＿旦＿」且金  且＿＿盟＿j  

・宗一r＝▲肌  16線描児tJ■曹■  

壇＿止＿＿畠  且＿＿丘＿j  

（注）1「他方ユさ♯団体Jノー「何日」「しれ出にふって11れ、Ⅷ、F、詩を、れ人にふたってけ蕨．ヰ、月をそ11ぞれ陀♯寸ること  l注）1「地方公♯団勘〝1「烈日」け、れ出に九って11欺、吼目．綜を、蝿入にふたってけ欺、礪、目をそiLぞ山妃触十ること  
なJゴ．続出にふってIt四鷹■捜金（事雫t）た匹鷹神助金（暮雫t）に対応十る縫tの配分ノー目蘇V－内択に係るとき軋当け経書〟）配分を目箭の内  なお、畿出にあってi引刃鷹■他生（暮雫書）と瓜叶蘭納金（暮雫書）に対応する経書の配分の日箭の内駅に係るときIi、当け経書♂－配分を日箭Jl再  

駅として紀艦すること 
2 一千貰現軸」H欄入にふっては、当鱈子貴吼★正子手打等の区分を、れ出に＃、つては，当欄千草爛、欄正千手積、干傭t支出蘭、床用増減額事〝）   

区分を明らかにして陀tすること 
3 r蘭書」は、善書となるべき事T■を■王妃セナろこと 

駅上Lて紀鴨すること  

2 「子音現机けれ人に禽、つて11、当梓干葺軋補正千手積等レ）区分を、れ出にふっては、当け千手軋清正千耳礼子什tま出札流用増減爛峯の   
庄分を明らかにして紀ゃすること  

．1 r傭雪」は、寺号となる・こき■叶を■王妃鮭十ろこと   



別紙様式第2  別紙様式第2  

番  号  

年 月  日  

番  号  

年 月  日  

厚生労働大臣 殿  厚生労働大臣 殿  

都道府県知事  

政令市市長  

特別区区長   

都道府県知事  

政令市市長  

特別区区長   

平成通年度母子保健衛生費国庫負担（補助）金  

及び結核児童療育費負担金の交付申請について  
平成迎年度母子保健衛生費豊国庫負担（補助）金  

の交付申請について  

標記について、次により国庫負担金及び国庫補助金を交付されるよう関係書類を添え  

て申請する。  
標記について、次により国庫負担金及び国庫補助金を交付されるよう関係書類を添え  

て申請する。  

金
金
金
金
 
 

1 申請鎖  

母子保健衛生費国庫負担金  

母子保健衛生費国庫補助金  

円
円
円
円
 
 

金
金
金
金
 
 

1 申請鎖  

母子保健衛生費国庫負担金  

結核児童日用品費等国庫負担金  

円
円
円
円
 
 

結核児童療育黄国庫負担金  母子保健衛生費国庫補助金  

［様式1】   

［様式2］  

2 国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表   

3 国庫負担金所要額調   

（注 所要額調には、内訳として別表の所要額明細表を添付すること。）   

4 国庫補助金所要額調   

5 添付書類   

（1）当該事業に関する歳入歳出予算抄本   

（2）その他参考資料  

［様式1】  

［様式2］  

2 国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表   

3 国庫負担金所要額調   

（注 所要額調には、内訳として別表の所要額明細表を添付すること。）   

4 国庫補助金所要額調   

5 添付書類   

（1）当該事業に関する歳入歳出予算抄本   

（2）その他参考資料  

［様式3］   ［様式3］  



様式1 国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表  

静道舟■（政令市、特別区）名  

憂国庫負担  
機及び国庫  
補 助 顎  

事量  目  

母子保健衛  
重量．医度量  

生糞負担金               度亀虫鰯適量  

生 」土  
魁1旦  
且且上蓋且  
＝二・   

斬  
ーもの右の給瘍l■占鎮6寮紬‡暮維遭」■義  

（案）  

療育指導事業  
生涯を通じた女性の慣ホ支佳＋集  

母子保健甑  
生モ補助金  

総合月産期母子医療センター運営事業  
償やかなl手l丘・州産毛サポート塞婁  

小  暮十  
†  

（注）国≠負担（補助）基本積欄には、様式2及び様式3の各衰の国庫負担及び補助基本額を記載すること。   

様式1 国庫負担金及び国庫補助金所要額総括表  

郁遭府欄（政令市 特別区）名  

区 分   種  目   国庫負担（補  
肋）基本額   ● キ  

母子保鍵柵  円   円  
生≠負担金  1且畳慮量  

良子侵1書考i什二維ヽt拍牒l暮】■  

療育指ヰ事業  
生涯を通じた女性の健庸支控事業  

母子保健棚  
生井補助金  

旧  総合周産期母子題療センター運嘗事業  
／l＼l員事i．摩紬瞑慮欄欄帽」■竃董  

小  書十  
塩盛＿温1  
二二三≡  血色企絵且1  

l†  

（注）国井負担（補助）基本額欄には、様式2及び様式3の各表の国井負担及び補助基本額を記載すること。  



割用い仔■（政令市・特別区）名   

橿目  対■蛙たの支出予定 額（か  書付会その他 の収入額②  差引鍼（①－ ②）  選定犠（（診と ④のいずれか 少ない方の 額）⑤  交付事■6及 ぴ7に定める 徴収基準縞⑥  四庫負担基本 鑓（⑤－⑥） ⑦  【「し・：∴ （e）xl／2） （診  ■専   

よ ＝－←二  

積月   



‖  l慣U       ！費用総額（卦   l俣隣各法負担 傾）③   l還7■還、W  ‖       医度量  円  円  円   円       馳              書十  

新  
（案）   

別表1 養育医療費所要額明細表  

無道府県（政令市・特別区）名  

f二  

区  分   対■経書の支出予定  執  ■  考  

①                  暮用捨犠②  控除額（医療 保険各法員檀 ÷・  差引額（②－ ③）④  

ヒー；＝  

円   円   円   円  

旧  1王1払  

後送量  
計  



別表2 療育の給付費所要額明細表  
都道府県（指定♯市・中機市）名  

区   分  対よ躾tの支 出予定楓（》  基準欄      ■考        二 ＝ニ ÷ ！    控除繍（匿簾 保険各法負担 且）（卦  差引犠（（金一 ③）＠      員数  旦価  金額（診    医農具  円  人  円  円  円  円      後送貴重                針      ＼    ＼  

別                                                                                                        3 結核児童日用品費等所要額明細表  

新  彿道府欄（指定都市・政令市・中核市・特別区）名  

（案）  墓逢麓  

旦＿＿＿＿一息  乱地主 且王立且血  
血塗j旺＿』匿象   ■豊  

＝ii≡ ．二      主乱温」a二 盛L金      上皇  墓塵  全盛②  丘鼠色塵且遥 慮L③  
8．  巴   巴   8．   巴  

空呈且鼠色豊丘弧呈児i  

虫呈塩盟呈児1  

旦且占L邑  

払  

別表2 療育の給付費所要額明細表  
覿道府県（指定都市・中横市）名  

・イ  
区   分  

出予定楓①  書用総執  
■■            捷除執（医頭 保惧各法■担 ■1心  差引額（（診－ ③）④  

▲数   ■旬l  金鏑②  

旦虚上   
円   人   円   円   円  

旧  
進呈王墓  

登臨且l吐呈玖蛙温1  

旦且品量  
書十  

1
三
丁
 
 
 



様式3 国庫補助金所要額調  

節遭府興（政令市・特別区）名  

種  目   対象経書の 支出予定額   
②   薄 む   

円   円   円   円   円   円   円  
子rもの心の蛤庵‡飢点点陸揚1暮推進事業  

療育柏ヰ事兼  
生濃を通じた女性の健康支捜事業  
特定不妊治療文助成事業  

新 （案）  

健やかな妊■・出産筈サポート憂慮   
合  一ナ  

（注）「国庫補助基本幅」欄は、次により記入すること．  

・交付要綱4（交付額の井定方法）（1）及び（2）に掲げる事業  
③と（動とを比較して少ない方の額，  

・交付辛綱4（交付線の算定方法）（3）に精げる事業  
③と④とを比較して少ない方の線に3分の2を乗じて得た額と⑤とを比較して少ない方の鼠   

様式3 国庫補助金所要額調  

龍道府欄（政令市・特別区）名  

対象緑黄の  基準額   
種  目  支出予定鎮   補助額   

の   ②   ④   ⑤   や   ⑦  
円   円   円   円   円   円   円  

療育指導事業  

生涯を通じた女性の健康支援事業  

18  

周産期医療対策車菓  

総合周産期母子医療恒津補助  
センタ‾運営事業l間接捕物  

小唱雷4・産雷i医療は魁l艶傭i壬  

合  書十  
（注）r匡庫補助基本鏑」欄は、射こより記入すること。  

・交付要綱4（交付額の書立方法）（り及び（之）に掲げる事業  
③と④とを比較して少ない方の額．  

・交付要綱4（交付額の算定方法）（3）に掲げる事業  
③と④とを比較して少ない方の鎮に3分の2を乗じて得た舗と⑤とを比較して少ない方の乳  







様式1 匡l庫負担金及び国庫補助金精算額総括表  

軌遭府≠（政男市・特別区）名  

区分  芸び帥補助交購†≡≡買蓋記憶売声績 肘   要国庫負担料  
（D  （む  ⑥  
円  円  円  円  

斬  
（案）   合  書十  

（注）l嚢中膚1捏q及び暮宙■捕れ■和には．躊式21び躊式3の曇♯の事虻■■捏■及び事中書欄傭■を妃tすること．  

2 事▲により用人したt熱が50万円以上の■繊1ぴ■■については．p■の分かる■料を靂付ナること．   

様式1 国産負担金及び国庫補助金精算額総括表  
都道府れ（政令市・特別区）名  

区分  孟び軸削鮒決細≡≡雲喜芸慧雪忍空言戸鑓．考   畢四■■担執  
①  ②  ③  ④  
円  円  円  円  

良子侵】■■iキー■柏倉  

忠子僅1■■iヰ曽4▲助舎  

合計  
旧  （注）l暮孤ヰ■捏鑓及び雷■庫榊助欄■lこは、樽式之及び様式3の魯轟の暮四■■摩■及び雷℡書精勤疇をた暮すること．  

2 事霊により麟入したt穐が60万円以上のt櫨及び■入についてIi．鯵■の分かる1料を添付ナること．   

一
票
T
 
 
 



l  ①   ②   ③   ＠   ⑤   ⑥   q）   

円   円   円   円   円   円   円   円  
j■宣且此  

新  
（案）  

様式2 国庫負担金精算額調  

ホ遭府■（政令市・特別区）名  

事暮自   の収入額   対象蛙暮の支出予雇 緻   
①   才   ③   ④   サ   ⑦   （砂   

円   円   円  円   円   円   円  
董宣」謎■  

旧  



別表1 養育医療費所要額明細表  

♯遭府■（政令市一特別区）名  

■王事点  
…の支出予定 

区分  
景掴諾誓よ≡芸養デ・鐘（②一傷考       甘）  

①  ②  ③  ④  
円  円  円  円  

E轟1  

1馳  

新  軒  
（案）  

別表2 （略）   

別表1養育医療費所要額明細表  
ヰ遭府■（政令市・特別区）名  

暮呈■鐘  
区分 誌拝…出予定 よ・（②一書雪  

掴②  

円  円  円  円  
医■責  

■穫料  
建造1  

1十  

別表2 （略）   
旧  

－
∽
N
－
 
 
 



丘出  

現送量．霊  

計  

別  

斬  市・政令市・由緒商・特別区）名  

（案）  1杢且  

M  旦王亘血圧  ；三；＝仙ざ二  岨  
丘昆虫」丘虚 星組温1迫  

．†，声   

出勤姐掌且1   巴   且  巴  巴  
皇呈且1  

旦且且1  

牡  

別表3 療育の給付費所要親明細表  
彿遣府れ（指定ホ市・中核市）名  

基準楓  
区   分   対■縫書の支 定  出予欄①  ：＝ ＝．  

橙陰線（医■ 保験各浅負担 無）（卦  差引線（②－ ③）（劉  

葉書  
■数  単価  金額②  

円   人   円   
医■暮  

円  円   円  

移送責欄  
月  

山室姐墾且1  

旧  豊且鼠■  

且凰凰1  

計  



様式3 国庫補助金精算額調  

♯遭府■（政令市・特別区）名  

対t経書の  
ll  目  美支出穣   1．・1   

の   
円   

（勤   

円   
（机   

円   
ふ   
円   

心   の  

子rもの心の三盆■I■点】i8妻■檀織遭暮量   

療育指事事業  
生涯をiじた女性の鍵鷹支檀事暮  

特定不妊治■★助成事業  
斬 （案）  

総合周産期母子医■】ヰほ補助  
センター運営事業間接補助  
慮やかな妊娠・出蔵王■サポート暮暮  

合  計  

（注）「国庫補助基本額」欄は、次により記入すること，  

・交付暮♯4（交付鵜の暮定方法）（1）及び（2）に穐lナる事業  
（卦と④とを比較して少ない方の縫．  

・交付手♯4（交付組の暮定方法）（3）に掲げる事業  
③と＠とを比較して少ない方の楓に3分の2を乗じて得た額と⑤とを比較して少ない方の駄   

様式3 国庫補助金精算額調  

静遭府ホ（政令市・特別区）名  

対象経貴の  
種  目  実支出額  補助舗   

（D   ③   す   ⑤   ⑥   ⑦  
円   円   円   円   円   円   円  

」丑ネ捏1社弓i化繊i■特別l暮暮  

■書指導事事  
生涯を通じた女性の健康支檀事業  

旧  特定不妊冶■責助成事業  
周産期医■対策事t  

総合周産期母子医■l庫ほ補助  
センター運営事■l同株補助  
／」ヽl員払・摩恕臣l■l土tl寺」暮暮暮  

合  計  
（注）「国井補助基本な」欄は、次により記入すること。  

・交付要綱4（交付鰯の算定方法）（1）及び（2）に掲lナる事業  
（診と（参とを比較して少ない方の縫，  

・交付事綱4（交付嘲の算定方法）（3）に綿げる事業  
③と④とを比較して少ない方の鈷lこ3分の2を彙じて得た醸と⑤とを比較して少ない万の乳   

－
∽
阜
－
 
 
 









新（案）  旧   

母子保健医療対策等総合支援事業 標準単価表  母子保健医療対策等総合支援事業 標準単価表  

事業名   平成＿星＿旦年度標準単価   対象経費  事業名   平成ユ＿旦年度標準単価   対象軽費  

（削除）  

旦王僅慮亜化 並進姐墓墓  厘牛労 
働大臣が必要と認めた舗   母子保健祐イヒ推進特別事業に必  

菩な報酬．賃金．鵠†■曹．旅  

印刷製太書）＿役務書（i南信運搬  
告料）．香諜料 

び賃借料．備品騰入書  

子どもの心の診  
推進嘉菱に必要な報酬＿給料  

療拠点病院纏機 姓進圭蓋．   （P）冥 

梗進呈価×塞董月数／12とする。   手当等＿共済曹＿旅讐▲粟用書  

印刷型太書．光熱水讐．低層  

任用斜及び℡1普斜．備品濾入  

療育指導事業  次により算出された籠の合計飯   曹．負担金＿補」軌及び交付金               療育指導書農に必要な需用費（消    療育指導書集  次により算出された楓の合計額   療育指導事業に必要な需用費（消  

1療育指導   耗品兼、印刷製本井、医薬材料  1療育指導   耗品責、印刷製本費、医薬材料  
113，800円×厚生労働大臣が必要と認めた保健所数  費）、報酬、賃金、報償費、旅  113．800円×厚生労働大臣が必要と認めた保健所数  費）、報酬、賃金、報償費、旅  

2 巡回指導   壬、役務費（通信運搬費、手数  2 巡回指導   費、役務井（通信運搬井、手数  

65．400円×厚生労働大臣が必要と認めた保健所数  料）、委託料、備品購入費  65，400円X厚生労働大臣が必要と認めた保健所致  料）、委託料、備品購入壬  
3 小児慢性ピアカウンセリング  3 小児慢性ピアカウンセリング  

222，400円×厚生労働大臣が必要と認めた保健所数  222．400円×厚生労働大臣が必要と認めた保健所数  

生涯を通じた  次により算出された縁の合計額   生涯を通じた女性の健康支援事  生涯を通じた  次により算出された額の合計額   生涯を通じた女性の健康支援事  
女性の健康支援  1健康教育書業  45．800円×実施月数  業に必要な報酬、賃金、報償費、  女性の健康支援  1健康教育事業  45．800円×実施月数  業に必要な報酬、賃金、報償費、  
事業   2 女性健康支援センター事業   旅費、需用手（消耗品文、食糧  事業   2 女性健康支援センター事業   旅費、需用壬（消耗品費、食糧  

（相談担当者に対する研修を含む。）   糞、印刷製本♯）、役務千（通信  （相談担当者に対する研修を含む。）   糞、印刷製本費）、役務辛（通信  

101．300円X実施月数  運搬費、広告料）、委託料、使用  101．300円×実施月数  運搬士、広告料）、委託料、使用  
3 不妊専門相談センター事業   料及び賃借料、備品購入兼  3 不妊専門相談センター事業   料及び賃借料、備品購入費  

（相談担当者に対する研修を含む。）  （相談担当者に対する研修を含む。）  

474．500円×実施月数  474，500円×実施月数  

特定不妊治療費  次により算出された額の合計盤   特定不妊治療費助成事業に必要  特定不妊治療壬  次により算出された額の合計額   特定不妊治療井助成事業に必要  

助成事業   1助成手   な報酬、賃金、報償費、旅費、  助成事業   1助成費   な報酬、賃金、報Ⅷ責、旅費、  
特定不妊治療  100．000円×実施件数  需用兼（消耗品士、印刷製本  特定不妊治療  100．000円×実施件数  需用費（消耗品費、印刷製本  

2 事務井   壬）、役務兼（通信運搬壬、広告  2 事務壬   壬）、役務費（通信運搬費、広告  

（1）定鎮分  1．520，000円   料）、委託料、備品購入壬、負担  （1）定額分  1．520．000円   料）、委託料、備品購入費、負担  

（2）登録管理  530円×登録組数  金、補助及び交付金、扶助井  （2）登録管理  530円×登録組数  金、補助及び交付金、扶助費  
（3）医療機関旅兼  6．860円×か所数  （3）医療機関旅壬  6．860円×か所数   

－
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周産期医療対策事業に必要な報  
酬、給料（P）※＿ 賃金、報償  
費、旅費、需用費（消耗品費、食  
糧費、印刷製本黄）、役務費（通  
信運搬羊、広告料）、委託料、使  
用料及び賃借料、機器据付料、  
備品購入費  

周産期医療対策 事業  周産期医療対策 事業  
次により算出された頼の合計額  

1周産期医療協議会  612．000円   

2 周産期医療ネットワーク事業  
ネットワークの運営に対する経費  

厚生労働大臣が必要と認めた額   
3 相談事業   
専門相談、啓発普及に関する経費   
（1）専門相談設置費  335．000円×実施月数   
（2）啓発普及兼  406．000円   

4 周産期医療関係者の育成研修事業  
1．218．000円  

次により算出された飯の合計板  
1周産期医療協議会  612，000円   

2 周産期医療ネットワーク事業  
ネットワークの運営に対する経費  

厚生労働大臣が必要と認めた額   
3 相談事業   
専門相談、啓発普及に関する経手   
（1）専門相談設置費  335，000円×実施月数   
（2）啓発普及費  406，000円   

4 周産期医療関係者の育成研修事業  
1，218．000円  

周産期医療対策事業に必要な報  
酬、賃金、報償費、旅圭、需用  
費（消耗品費、食糧費、印刷製本  
費）、役務壬（通信運搬費、広告  
料）、委託料、使用料及び賃借  
料、機器据付料、備品購入費  

5 周産期搬送システム調査・研究事業  5 周産期搬送システム調査・研究事業  
1．630．000円  1．630．000円  

6NICU入院児音程事業  
5＿536＿000円  

総合周産期母子  総合周産期母子医療センター1か所につき、次により算出  総合周産期母子  総合周産期母子医療センター1か所につき、次により算出  
された領  嘗事業に必要な報酬、給料、賃  された額  苦手実に必要な報酬、給料、賃  

運営事業  MFICU12床以上の運営の場合69，49g，000円   金、職員手当等、共済菜、旅  運営事業  MFICU12床以上の運営の場合69，499．000円   金、職員手当等、共済費、旅  
※…FIC〕が12床未満の場合は、1床あたリ5．791．000円を  井、需用井（消耗品壬、燃料壬、  ※肝ICUが12床未満の場合は、1床あたり5．791．000円を  井、需用井（消耗品安、燃料費、  
減額する。   食増雇、印刷製本責、光熱水  減額する。   食糧費、印刷製本費、光熱水  

※事業期間が1年に満たない場合は、   費、修繕料、医薬材料安）、役務  ※事業期間が1年に満たない場合は、   費、修繕料、医薬材料費）、役務  
標準単価×事業月数／12とする。   壬（通信運搬兼）、委託料、使用  標準単価×手業月数／12とする。   費（通信運搬費）、委託料、使用  

料及びt借料＿備品騰入書＿滅  

た舗の含意 小児科・産科医療体制整備事業  小児科・産科医  厘年労働大臣が必事と認めた舗   小児科・産科医療休制整備事業  
健やかな妊！痕・  次により重出さ九十錮             出産等サポート  1小児科・産科医療体制整備事業   こ必要な報酬、賃金、共済壬、  痛快制馨備事業  に必要な報酬、賃金、共済兼、  
圭蓋   厘牛労働大臣が必書と認めた緬   報償兼、旅圭、需用壬（消耗品  報償費、旅井、需用費（消耗品  

（原則として5．000手円を上限とする）   費、印刷製本圭、修繕料）、役  費、印刷製本井、修繕料）、役  
務費（通信運搬手、広告料）、  務兼（通信運搬費、広告料）、  

2 安全・安心な妊娠・出産等壬撞体制警備手業            厚生労働大層が必要と認めた錮   委託料、使用料及び賃借料、備  委託料、使用料及び賃借料、傭  
（原則とLて10．000羊円を上限とする）   品購入費  品購入費  

※「子どもの心の診療拠点病院機構推進事業」及び「周産期医療対策事業」の   
対象経費のうち、「給料」を対象にするかについては調整中。  



（資料9）養育医療給付事業の徴収基準績表等の取り扱いに  

ついて  

養育医療給付事業の徴収基準額表等の取扱いについて  

1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援   

に関する法律の一部改正   

「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援  

に関する法律の一部を改正する法律」が平成20年4月1日から施行さ  

れることに伴い、養育医療給付事業の徴収基準額表、結核児童療育給付  

事業の徴収基準額表、小児慢性特定疾患治療研究事業の自己負担限度綾  

表及び小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の徴収基準額表（以下  

「徴収基準額表等」という。）において、支援給付受給世帯を生活保護世  

帯と同様の扱いとする  

2 電子申告に係る所得税額の特別控除   

租税特別措置法の一部改正により、電子証明書を有する個人の電子情  

報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除制度が創設され、電子  

申告により所得税の申告を行った場合に所得税が控除されることとなっ  

たが、徴収基準額表等を適用する際は、同特別控除を適用しないことと  

する。   

したがって、電子申告により所得税の申告をし、所得税が減額されて  

いる場合でも、控除前の額で徴収基準績表等を適用することとなる。  

3 要綱の改正   

支援給付受給世帯及び電子申告に係る特別控除について規定するため、  

徴収基準額表等を含む以下の要綱を一部改正する予定である。  

・平成19年度母子保健衛生費等国庫負担金（補助金）及び結核児童療   

育貴国庫負担金交付要綱  

・小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱  

・小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱  

4 施行日   

改正要綱については、平成20年4月1日から適用する予定である。  

－60－   



（資料10）未熟児養育医療給付事業の実施状況  

未熟児養育医療給付実施状況（平成18年度）  （単位人）  
都道府県  中核市  

計  計  
指定都市  特別区  
山  北海道  57  国  124  142  41  岨  印  529  田  旭  川  10  田  14   
2  青  森  65  59  72  54  34  u  31  322  66  函  館  6  16  15  9  0  0  0  46   
3  岩  手  田  42  66  62  39  田  25  284  67  書  森  田  向  3  6  口  0  田  18   
4  宮  城  30  43  51  50  46  14  
5  秋  田  15  24  23  26  28  10  2 

山  形    20  24  
7  福  島  26  37  39  39  田  田  29  223  田  宇都宮  9  16  18  19  m   4  8  85   
8  茨  城  55  91  98  87  27  9  20  387   川  越  6  12  16  18  18  13  35  118   
9  栃  木  63    66  62  49  23  68  407  73  船  積  10  32  24  岨  12  8  0  103   
10  群  馬  42  53  54  80  田  20  69  343  匂  横須賀  n  8  口  12  10  6  12  64   
皿  埼  玉  148  204  223  245  193  94  389  1，496  75  相模原  23  33  39  団  田  8  6  159   
山  千  葉  113  15亡i  174  179  104  27  田  767  76  吉  山  田  22  26  21   3   8  96   
田  東  京  115  15‘l  145  144  134  76  234  999  田  金  沢  5  19  20  柑  6   15  84   
山  神奈川  68  10（）  113  108  四  45  38  524  78  長  野  10  18  15  田  田  田  9  81   
15  新  潟  28  6：i  71  73  59  15  46  355  79  岐  阜  10  14  14  21   5  0  5  69   

山  富  山  14  22  34  23  四  7  16  129   20  6  0   1 77 
円  石  川  22  26  25  23  13  8  26  143  81  豊  田  ロ  四  9  田  4  2  10  回   
18  福  井  22  34  40  34  23  6  15  174  82  岡  崎  13  22  22  16   2 O 1 76 
19  山  梨  21  20  42  43  4  3  0  133  83  」■■■五  6  皿  10  12  9  3  田  田   
20  長  野  59  72  62  田  68  25  89  453  84  東大阪  口  20  山   8 7 4 2 59 
21  岐  阜  29  36  47  35  21   可  28  203  85  姫  路  10  29  23  33  21   5  2  123   

22  静  岡  65  80  102  110  46    26  436  86  奈  良  岨  m  g  13  8  田  36  90   
23  愛  知  115  169  146  151  79  31  甜  762  87  和歌山  由  12  13  10  田  山   7 60 

24  三  重  35  4■7  了0  59  29  19  37  296  88  岡  山  10  35  27  40  14  0  20  146   
25  滋  賀  39  52  61  55  37  9  19  272   
26  京  都  32  40  51  49  42  14  49  277   
27  大  阪  124  180  179  147  102  24  102  858  91  下  関  2  3  8  16   4    5  45   
28  兵  庫  72  9‘7  121  130  49  19  30  518  92  高  松  12  17  16  16  20  4  8  93   
29  奈  良  38  32  44  51  31  18  93  307  93  松  山  16  20  同  26  8  2  4  97   

30  和歌山  19  23  26  31  18  田  27  149  94  高  知  四  田  田   
31  鳥  取  12  16  33  19  2  口   7  90  95  長  崎    25  18   
32  島  根  20  26  田  33  4  山   6  117  96  熊  本  26  35  48  45  2g  10  42  235   
33  岡  山  9  18  21  19  15  4  14  100   
34  広  島  22  44  32  32  34  13  38  215  98  宮  崎  9  8  15  20  5  0  何  62   
35  山  口  38  54  44  62  29  14  80  321  99  鹿児島  田  24  47  39  42  18  67  260   
36  徳  島  26  30  田  28  4  2  田  127  100  小  樽  3  5  3  山   5  

37  香 Jl  19  12  21  25  10  田  19  111  101  藤  沢  8  16  14  15  円  6  35  111   
38  愛  媛  22  37  26  44  15  山  4  153  102  尼  崎  16  24  15  田  19  口  21  130   
39  高  知    1了    22  口  77  103  西  宮  24  23  27  26  20  田  田  154   
40  福  岡  68  118  144  川2  35  5  20  532  104  呉   6  8  14  23  9  4  75   

41  佐  賀  40  38  54  36  9  6  15  198  105  大牟田  4  5  4  9   4  0  0  26   

42  長  崎  22  38  46  田  6  田  山  160  106  佐世保  6  10  8  m  皿   52   
43  熊  本  40  39  49  47  26  9  40  250  小  計   469  702  738  775  502  193  55g  3．938   
44  大  分  20  18  24  29  同  18  125  107  千代田  口  2  口  n   2  0   8   

45  宮  崎  20  30  38  田  33  田  34  208  108  中  央  山   2  10    0   
46  鹿児島  36  42  55  60  64  21  67  345  109  港   8    6  3  6  48   
47  沖  縄  46  113  120  119  39  ロ  455  110  斬  宿   2  5  39   
小  計   2．062  2，859  3．175  3，189  1．784  717  2，049  15．835  m  文  京  3  u   3    2  2    29   
48   二  74    89  81  四  山  10  363  112  台  東  凹  3  5  日   0    22   
49  仙  台  45  40  41  65  52  9  27  279  113  墨  田  9  田  5  6  6  田  4  47   
50  さいたま  田  45  田  54  72  24  104  393  114  江  東  四  16  19  凶   5   9  88   

凶  千  葉  36  43  46  41  43  10  9  228  皿  品 Jl  田  13  13  20  8  6  四  81   
52  横  浜  113  146  169  144  136  56  165  929  116  ；      5  10  了  8  4  2  4  40   
53  川  崎  53  65  59  52  43  26  69  367  117  大  日  15  18  26  31  16  7  21  134   
54  新  潟  14  恒  田  田  25  山  16  141  118  世田谷  16  24  田  田  円  口  15  126   
55  静  岡  16  28  34  27  円  4  20  146  119  渋  谷  2  8  5  何  3  2  3  30   
田  浜  松  25  4．了  35  44  22  8  9  190  120  中  野  13  四  8  14  3  0  10  60   
5了  名 古屋  46  85  田  88  38  田  51  406  四  杉  並  7  m  19  21   3    83   
58  京  都  48  60  由  68  42  田  50  338  四  豊  島  6  6  田  6   4    31   
59  大  阪  78  108  106  83  78  32  61  546  123  北   9  9  9  5  49   

60  堺   24  33  35  19  18  6  33  ●；  124  荒 Jl  3  5  4  口   4   1 19 

皿  神  戸  66  1■4  6了  82  45  16  41  391  125  板  橋  14  13  26  田  四  4  10  g9   
62  広  島  19  46  62  81  田  田  48  327  126  練  馬  同  30  田  19  14  田  8  ＝3   
63  北九州  12  36  26  38  5  0  3  120  山  足  立  19  25   
64  福  岡  34  65  田  99  20  田  5  295  128  ≡・   ＝‘■  印  24  12  四  4  3  3  69   
小  計   742  1．030  1．055  1，087  727  265  721  5．627  129  江戸Jl  20  由  30  24  川   6  14  136   
合  計   3，492  4．904  5，25g  5，355  3．158  1．237  3．496  26．901  小  計   219  313  291  304  145  田  16了  1．501   

平成18年度母子保健衛生費国庫負担金事業実績報告による。  

－61－   



（資料11）小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況  

小児慢性特定疾患治療研究事業の実施状況（、        平成18  年度）  （単位人）  

悪性新生物  佳性腎疾患  慢性呼吸器  
疾患   異常   液疾患   農   疾患   

北  421   214   26   308   768   91   208   120   88   83   51  2378   

書   259   89   37   204   372   180   123   59 _ 78   34 _ 46  1481   

手   201   82   27   107   393   78   93   81   69   35   33  1199   

宴城県   181  103   46   141   448   31   100   64  43   27   31  1215   
秋 田 県  140   95   47   192   33   40   55   29   27   672   

山 形   196   55   四  54   331   26   78   48   61   21   25   906  

211   115  18  104   378   45   128   54   65   26   25  1169   

茨城   336   208   55  486  536   79 _ 153   g2   75   87   50  2157  

198   109  81  290   322   43 _ 垣   46   59   90   41  1350   
129   26   212   414   43   141   57   43   47   41  1．388   

群 馬 県   235                        玉   759   518   155   771  1318   217   321   232   192   121   144  4748   

薫   586  543   32? _ 933  1230   2ヰ6   320   165   142   291   123  4900   

東   1080  1043  垣  1960  2111   421   ヰ86   432   335   491   215  8685   

53   483 _ 429   89 _ 175   61 _ 37   88   63  2064   
士■川   367  219                      薪潟 県   237  118   12   85   434   28   72   61   41   63   41  1，192   

37   214   14   37   14   15   3   10   518   

山   100 76  33  41                    石 川    69  20   202   182  54   38   26   26  10   26  729   

言差    102  52  7   100  260  21   43   42   31   23   23  704   
50                      山梨    97  29   43   286   之1 54  32   25   16   26   679   

249   85   27   97   587  44  124   88   85   34   62  1．482  
178   77   6  41  442   47   104   71   44   20   48  1078  

311  117   27   113   876   52   115 _ 95 _ 102   39   52  1899   

知   526  746   51   149  831   88   183   255   173   41   83  3126   

＝ 圭 －   286   91  33   150   595   
滋 ラモ 凡  

54   90 _ 60   82 _ 30   55  1526  
203   117   26   368   484   122   71   51   66   69   34  1．611  

190  79   33   245   315  63   80   46   58   43   32  1184  
132   97（S  1492   154   222   227  166   250   94  4749  560  476                         354  161   38   136   977   92   173   127   110   53   64  2285   

悶   151   118 _ 35   338 _ 377   63   55   40   72   57   22  1328   

和歌山  県   76   35   6   106   191   27   38   33   28   6   15   561   
78   24   3   28  148   15   34   23   15   15  25   408  

・取                                延   44   9   49   298   23   37   33 _ 35   13   22   674   

山  98   51   2   21   302   20   58   24   22   22   23   643   

広    162   159  15   215   362   51  68   51   43   41   36  1203   

山 口  131   66   35   74   477   39   73   44   39   19   24  1．021  

94   3   24  147   28   81   38   27   10   12   603   

139                        川    69   19   13   13   204   7   36 _ 28   21   9   7   426  

106   35   4   30   311   26   65   35   45   6   28   689   

知    46  46   36   136   23   9   18   5   6   337   
357   126   45   70   615   68   152   112   92   20   53  1．710   

翼   112   39   23   24   228   20   59   40   51   16   26   638  

170   109  38   72   362 _ 50   108   85   29 _ 36   40  1099  

161   72 _ 24   25 _363 _ 18   83   53   44   26   27  898  

101   63   13   4丁   239   24   52   29 _ 44   21   644  

＝■■「‘  123   72   14   53   268   23   52   41   18   25   18   707   
143   76   20   119   340   39   82   47   44   24   24   958   

247   140   131  255   872   100   116   75   85   47   2！I  2097  

119   31   99   603 _ 54   125   75   73   78   23  1489   
鹿l                           挿                                209                        仙l台    169   

い二    126   
61   48   163   427   32 _ 66   55   64   35   30  1150  
84   21   136   271   29   56   38   33   19  21   834   

105   156   80   165   257   50   58   40   23   56   25  1015   

288   77   570   637   151 _ 185   102   136   106   104  2837   

134   10   305   330   71  75   52   66   46   38  1267   

粟                            浜    481                        川    140                        静岡  36   
名古屋市  

8   34  216   12   26   17   28   12 _ 8  510  
280   216   21   64   666   36   72   54   98   28   48  1．583  

36   15   2   20 _ 131   13   20   15   10   13   276  
33   19   117   89   12   21   13   13   29   8   393   

いわ  39  20   0   29   68   13   9   9   7   2   203   
73   19   114   177   12   37   32   20   42   9   585   

l    50                        須    40   14   68   104   8   29   9   15   7   316   

87   18   123   121   27   27   20   21   16   17   530   

原    53                        潟    121   30   9   28   237   18   61   29   28   47   22   630   

56   28   28   21   117   8   23   8   12   2   3   306   

金 沢  60   22   5   111   93   14   19   17   13   2   8   364  

46   15   6   20   g9   6   22   10   10   31   10   275  

浜 公 市  73   22   5   12   131   19   13   23   10   3   15   326  
119   40   10   29   413   19   44   30   19   10   16   749   

45   32   0   12   115   6   18   12   13   3   8   264   

38   3   118   16   12   14   6   ‖   290   

豊 田   50  
31   2   16   89   6   29   16   7   3   8   234   

35   65   136   12   12   14   12   6 _ 351   
26   6   41   190  12   30   14   20   15   9   432   

39   5   32   100   12   23   10   17   6   16   329   

阪   69                        姫 路 市   69                        太   46   56   9   108   136   31   16   20   15   13   6   456   

16   0   45   133   12   28   17   14   0   12   309   

歌山   32                        山   97   47   5   30   366   17   35   33   32   17   23   702   

26   6   41   190   12   30   14   20   15   432   

熱市  69  柑   3   114   218   39   33   28   16   43   577   
14   4   13   77   4   13   12   3   4   3   187   

16   2   9   147   6   21   18   20   12   12   328   

下  市  40  14   8   26   167   14   25   19   21   2   10   37＄   

嵩知  34   32   2   15   102   5   18   7   15   3   234   

46   36   14   53   155   8   31   14   5   9   382   

蔓室  1．蔓  7 皇室 旦9  47  蔓 ヨ Zタ  寧 
？ 芦 5 亘毒．，  1 2．§  リ   ！．⊇  タ 飽．．．黍．．市 太．．分‖．．市  亭 旦？  ユ．塁．9．  4 之卓  9 6 ヨ 

鹿児島市  88  44  81  23【I  50 5 591  

合計  
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（資料12）都道府県の主な母子保健指標等   

都道府県別主な母子保健指標等（平成18年度）  

周産期死亡率＝   妊娠満22週以後の死産数十早期新生児死亡数  

出生数＋妊娠満22週以後の死産数  
2）人工妊娠中絶件数及び実施率は保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）による。  

－63－   



（筆料13）平成20年度診療報酬改定における主要改定項目について（案）  
（平成20年2月13日 中央社会保険医療協議会 総会資料（抜粋））  

中医協 総－1  

2 0． 2．13  

平成20年度診療報酬改定における   

主要改定項目について（案）  

（注）3月中に告示を公布する予定である。   

（平成20年2月13日 中央社会保険医療協議会 総会 資料（抜粋））  

－64－   



【目 次】  
Ⅲ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の  

在り方について検討する視点佃各）  

がん医療の推進について  急課題 産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担の軽減  

緊急課題－1 産科・小児科への重点評価について……・＝・‥＝・‥・ 3  

緊急課題－2 診療所・病院の役割分担等について‥＝‥‥＝…… 13  

緊急課題－3 病院勤務医の事務負担の軽減について………‥＝・ 18  

緊急課題－4 救急医療対策について‥・＝…・＝・・＝………‥t・ 20  

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
 

一
一
一
一
一
 
 

Ⅲ
 
Ⅲ
 
Ⅲ
 
Ⅲ
 
Ⅲ
 
 
 

114   

124  脳卒中対策について  

自殺対策・子どもの心の対策について……………… 127  

医療安全の推進と新しい技術等の評価について＝＝…… 130  

オンライン化・lT化の促進について………＝・t…‥ 140  

Ⅳ 医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価の在り方につ   

いて検討する視点 rモ招＼）  Ⅰ働（QOL）を高める医療を実現  
圭旦過点（8糾  

Ⅳ－1 新しい技術への置換えについて  141   

145  Ⅳ－2 後発医薬品の使用促進等について  医療費の内容の情報提供について  1
 
2
 
3
 
4
 
 

一
一
一
一
 
 

I
 
l
 
I
 
I
 
 
 

⊥
㌫
－
 
 

Ⅳ－3 その他の効率化や適正化すべき項目等について………・ 150  分かりやすい診療報酬体系等について‥・■・t………‥＝・ 22  

生活を重視した医療について  

保険薬局の機能強化について  

Ⅴ後期高齢者の診療報酬について（闇思ノ  

入院医療について  

在宅医療について  

152   

160  

Ⅱ働こ医療機能の分イヒ・連携を推進する視  

点 匝倉）  

1
 
2
 
3
 
4
 
 

一
一
一
一
 
 

Ⅴ
 
Ⅴ
 
Ⅴ
 
Ⅴ
 
 

外来医療について・  ……＝……・ 169  

終末期医療について  質の高い効率的な入院医療の推進について＝…‥＝・・t…・ 39  1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
 

一
一
一
一
一
一
一
 
 

Ⅱ
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 
Ⅱ
 
 
 

質の評価手法の検討について  

医療ニーズに着目した評価について  

在宅医療の推進について…………………＝……… 57  

精神障害者の療養生活支援について  

歯科医療の充実について■・‥……………………・‥・ 73  

調剤報酬の見直しについて  

2   



【緊急課題－1（産科・小児科への重点評価について）－①】  

ハイリスク妊産婦管理の充実一拡大  
骨子【緊急課題－1－（1）】  

第1 基本的な考え方  

合併症等によりリスクの高い分娩を伴う妊産婦の入院について、平成18  

年度診療報酬改定において、ハイリスク分娩管理加算を新設し、診療報酬上  

の評価を行った。  

さらに、こうした評価を勤務医の負担軽減につなげるため、ハイリスク分  

娩管理加算については、産科勤務医の負担軽減のための計画作成を義務付け  

るとともに、評価の引き上げを行う。  

また、ハイリスク分娩管理加算の対象となっていない妊婦でもリスクの高  

い分娩があることや、分娩を伴わなくてもリスクの高い妊娠があるため、そ  

うした患者の継続的な管理についても、診療報酬上の評価を行う。  

このほか、こうした患者を診療する上で必要な検査であるノンストレステ  

ストの対象者の拡大も行う。   

l  

の  
の 第2 具体的な内容  

1  

1／ヽイリスク分娩管理加算の対象拡大と評価の引上げ  

1，000点（1日につき）  2 ハイリスク   

［対象者］  

妊娠22退から32週未満の早産、妊娠高血圧症侯群重症、前置胎盤、妊娠30週  

未満の切迫早産、心疾患、糖尿病、甲状腺疾患、腎疾患、膠原病、特発性血小板減少  

性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、HIV陽性及びRh不適合等のいずれかを合併す  

る妊婦   

3 ノンストレステストの対象の拡大  

現 行   改正案   

【ノンストレステスト】   【ノンストレステスト】   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠中毒症、子宮内胎児発育不全、胎盤機  40歳以上の初産婦、8Mlが35以上の初   

能不全、多胎妊娠、Rh不適合若しくは羊水異  塵埋」妊娠高血圧症侯群、子宮内胎児発育不   

常症、子宮収縮抑制剤使用時又は糖尿病、甲  全、常位胎盤早期剥離、前置胎盤、胎盤機能   

状腺機能先進症、膠原病若しくは心疾患であ  不全、多胎妊娠、羊水異常症、塑造塾直⊥子   

る妊娠中の患者に対して行った場合  宮収縮抑制剤使用時又は心疾患、糖尿病、甲  

状腺疾患、腎疾患、膠原病、特発性血小板減  

少性紫斑病、白血病、血友病、出血傾向、‖V  

陽性及びRh不適合等の妊婦  

［算定回数］  ［算定回数］   

入院中では1週間につき1回に限り、入院  入院中では1週間につき旦旦に限り、入院   

中以外では1月につき1回に限り算定   中以外ではユ遭遇につき1回に限り算定   

現 行   

1，000点   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠22退から27過の早産、40歳以上  妊娠22退から旦旦遵奉塵の早産、40歳   

の初産婦、分娩前のBMIが35以上の初産婦、  以上の初産婦、分娩前のBMlが35以上の初   

糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常  産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期   

位胎盤早期剥離   剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、  

糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、  

血友病、出血傾向及びH】V陽性等の妊産婦  

［施設基準等］  

病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整  

備されていること  

4   



【緊急課題－1（産科りj、児科への重点評価について）－②】  

産科医療に係る地域ネットワークの機能に  
関する評価  

骨子【緊急課題－1－（1）】  

第1基本的な畳主立  

リスクの高い妊産婦や新生児などに高度の医療が適切に提供されるよう、  

各都道府県において、総合周産期母子医療センターを中核とする周産期医療  

ネットワークの整備が進められており、こうした取組をさらに進めるため、  

医療機関間の連携体制や妊婦の救急受入れについての評価を行う。  

3妊産耶急暇人院加算の創陛 5′000点（入院初旧）  

［算定要件］  

妊娠状態の異常が疑われ緊急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた  

場合に算定する  
［施設基準］  

妊娠状態の異常が疑われる妊産婦の患者の受入れ及び緊急の分娩への対応につき十  

分な体制が整備されていること  

［対象患者］  

1 妊娠状態の異常が疑われ、救急車等により当該医療機瀾に搬送された妊産婦  

2 他の医療機関において、妊娠状態の異常が認められ、当該医療機関に緊急搬送され  

た妊産婦  

3 助産所において、妊娠状態の異常が疑われ、当該医療機関に緊急搬送された妊産婦  

のいずれかであって、医療保険の対象となる入院診療が行われた者（ただし、直近3ケ  

月以内に当該医療機関の受診歴のある患者は除く。）  

第2 具体的な内容   

1 ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）の対象拡大  

現 行   改正案   

【ハイリスク妊産婦共同管理料】   【ハイリスク妊産婦共同管理料】   

［対象者］   ［対象者］   

妊娠22退から27過の早産、40歳以上  妊娠22退から旦旦週壷屋の早産、40歳   

の初産婦、分娩前のBMlが35以上の初産婦、  以上の初産婦、分娩前の帥lが35以上の初   

糖尿病合併妊娠、妊娠高血圧症候群重症、常  産婦、妊娠高血圧症候群重症、常位胎盤早期   

位胎盤早期剥離   剥離、前置胎盤、双胎間輸血症候群、心疾患、  

糖尿病、特発性血小板減少性紫斑病、白血病、  

血友病、出血傾向及びHIV腸性等の妊産婦  

妊娠30週未満の切迫早産、甲状腺疾患、  

腎疾患、膠原病及びRh不適合等の妊婦   

④旦＿＿＿詮盈  提供料（Ⅰ）の加算の創設  200点  

［算定要件］  

ハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅰ）の施設基準の届出を行っている保険医療機関か   

らハイリスク妊産婦共同管理料（Ⅱ）の基準を満たす病院に対する紹介に限る  

［対象者］  

ハイリスク妊産婦共同管理料の対象者  
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【緊急課題－1（産科りJ、児科への重点評価について）－③】  

周産期医療における新生児に対する医療  
及び救急搬送に係る評価について  

第1 基本的な考え方  

リスクの高い新生児に高度の医療が適切に提供されるよう救急医療機関等   

での病態の安定化後に産科や小児科などの専門的な医療機関で治療を行う必   

要がある場合に、病態の急激な変化に対応できるよう、医師が同乗し、必要   
な医療機器等を備えて、救急用の自動車等で当該患者を搬送する必要が生じ  
ている。  

【緊急課題－1（産科り小児科への重点評価について）－④】  

小児の手厚い入院医療の評価  

骨子【緊急課題－1－（幻】  

第1基本的な考え方  

子ども病院を始めとする地域の小児医療の中核的役割を果たす医療機関に   

おいては、現行の小児入院医療管理料1で求めている要件以上の手厚い人員   
配置により、高い水準の医療が提供されている。こうした医療機関について、   
新たな区分を設け、診療報酬上さらに高い評価を行う。  

現 行  改正案   

【小児入院医療管理料】（1別こつき）  【小児入院医療管理料】（1日につき）  

1  4．500点  

1  3，600点     2   3．600点   

2  3，000点  3  3．000点   

3  2，100点  4 2．100点  

［施設基準等】  

小児入院医療管理料1  

1常勤の小児科又は小児外科の医師20人  

以上（複数の医師が協同して常勤の場合と  

同等の時間の勤務が行われている場合に  

は、10名までは常勤として取り扱う。）  

2新生児及び乳幼児の入院での手術が年間  

200例以上  

37：1以上の看護配置で、夜間も9：1  

以上を確保  

4平均在院日数21日以内等  

改正案   

現 行    改  【新生児入院医療管理加算】（1日につき）  【新生児入院医療管理加算】く1日につき）   

750点   800点   

2 小児患者等を含めて病態が不安定な患者を、医師が同乗し救急用の自動車   
等で搬送した場合の評価を引き上げる。  

現 行   改正案   

【救急搬送診療料】  650点  【救急搬送診療料】  改            1，300点  



【緊急課題－1（鹿科り」、児科への重点評価について）－⑤】  

障害を持つ小児への手厚い医療の評価  
骨子【緊急課題一1－（3）】  

第1 基本的な考え方  

超重症児や人工呼吸器を装着した患者が多い施設において、より手厚い看護   

配置を行うものを適切に評価する観点から、以下の措置を講ずる。   

1超重症児・準超重症児の中でも、状態が特に安定しない乳幼児期の患者に  

ついて、重点的に評価を行う。  

2 肢体不自由児（者）等を対象とする施設において、一定以上の割合で超重  

症児等が入院していることを条件として、障害者等入院基本料に7対1入院  

基本料を創設する。  

2 肢体不自由児施設等に限り、障害者施設等入院基本料に、超重症児等の入   

院比率を条件とする7対1入院基本料を新設する。  

【障害者施設等入院基本料】（1日につき）  

1牒1，555点  

【障害者施設等入院基本料】（1日につき）  

110対1入院基本料  

2 13対1入院基本料  

3 15対1入院基本料  

2 10対1入院基本料 1  点
点
点
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2
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9
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1
 
 

300点  

3 13対1入院基本料 1，092点  

4 15対1入院基本料  954点  

［施設基準等］  

7対1入院基本料  

1 当該病棟において、入院患者7に対し看   

護職貞1以上を配置すること。ただし、看   

護職長の最小必要数の7割以上が看護師で   

あること  

2 当該病棟に入院する患者のうち、3割以   

上が超重症児（者）又は準超重症児（者）   

であること  

3 肢体不自由児施設、重度心身陣育児施設   

又は国立高庇専門医療センター並びに独立   

行政法人国立病院機構の設置する医療機関   

であって厚生労働大臣の指定するもの  

第2 具体的な内容   

1 超重症児等について  

状態が特に安定しない乳幼児期の患者について、特に加算を引き上げる。  

現 行   改正案   

【超重症児（者）入院診療加算・準超重症児  【超重症児（者）入院診療加算・準超重症児   

（者）入院診療加算】（1日につき）   （者）入院診療加算】（1日につき）   

1 超重症児（者）入院診療加算   1 超重症児（者）入院診療加算  

300点  6歳未満  600点   

6歳以上  300点  

2準超重症児（者）入院診療加算  2準超重症児（者）入院診療加算   

100点   6歳未満  200点  

6歳以上 100点  

10   



【緊急課題－1（産科・小児科への重点評価について）一（診】  

障害児等のリハビリテーションの充実・拡大  
骨子【緊急課題－1－（4）（5）】  

第1御方   

1 障害児（者）リハビリテーション斜について、特殊性や専門性を考慮し診療  

報酬上の評価を引き上げる。また、実際に一定の割合以上障害児（者）を受け  

入れ、専門性の高いリハビリテーションを行っている施設を対象施設に追加  

する。  

2 失語症などの言語障害に対する治療については、個別療法を実施した場合  

に脳血管疾患等リハビリテーション料を算定することとしているが、集団で  

実施するコミュニケーション療法にもー定の効果が期待できることから、診  

療報酬上の評価を行う。  

だし、加齢に伴う心身の変化に起屈する疾  

病のものを除く。）であること  

［施設基準］  

・病院60ポ以上、診療所45n了以土  

（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別   

療法室8ポ以上を別に有していること）   

［施設基準】  

・60ポ以上  

（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別   

療法室8ポ以上を別に有していること）  

2 言言吾障害のある患者（脳血管障害等による失語、構音障害や小児の発達障  

害によるもの等）を対象に、集団でコミュニケーション療法を実施した場合  

についての評価を新設する。  

抑ミュニトション枢一 

1。まで根可，  

［算定要件］  

1専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士（又は医師）と患者が  

1対複数で20分以上訓練を行った場合に算定する  

2 実施単位軌ま言語聴覚士1人当たり1日のぺ54単位を限度とし、訓練時間が20  

分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする  

3 同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別療法の所  

定点数のみにより算定する   

［施設基準］  

1現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（看）リハビリテーション料を  

算定する施設で、専用の集団療法皇を備えていること  

2 専任の常勤医師が1名以上いること  

3 言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が1名以上いること  

［対象患者］  

脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（者）リハビリテーション料の算定  

対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの  

第2 具体的な内容   

1 現行の障害児（者）リハビリテーションの評価について見直し、さらに、  

一定以上の割合で障害児（者）を受け入れ、専門的な障害児（者）に対する   

リハビリテーションを行っている施設を評価の対象に追加する。  

現 行   改正案   

【障害児（者）リハビリテーション料】   【障害児（者）リハビリテーション料】   

（1単位）   （1単位）   

6歳未満  190点   6歳末満  220点   

6歳～1B歳  140点   6歳～18歳  190点   

18歳以上  100点   18歳以上  150点   

一患者1人につき1日6単位まで算定する  ・患者1人につき1日6単位まで算定する   

〔算定要件】  【算定要件］  

以下の各号のいずれかに該当すること  

児童福祉法に規定する肢体不自由児施設    1児童福祉法に規定する肢体不自由児施設   

及び重症心身障害児施設又は国立高度専門  及び重症心身障害児施設又は国立高度専門   

医療センター及び独立行政法人国立病院機  医療センター及び独立行政法人国立病院機   

構の設置する医療機関であって、厚生労働  構の設置する医療機関であって、厚生労働   

大臣の指定するもの   大臣の指定するもの  

Z当該施設でリハビリテーションを実施さ  

れる患者が、主として脳性麻痔等の患者（た  
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【東急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－（か】  

勤務医の負担軽減に資する地域での機能分担の  
促進に係る評価  

骨子【緊急課題－2－（2）】  

第1 基本的な考え方  

病院勤務医の負担軽減に資するため、軽症の救急患者を地域の身近な診療  

所において受け止める観点から、診療所における夜間、早朝等における診療  

の評価を新設する。  

【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－②】  

小児の時間外等の外来医療の評価  
骨子【緊急課題－2－（3）】  

第1 基本的な考え方  

小児科における病院勤務医の負担軽減を図るため、診療所が時間外を含め  

た小児科の外来医療を担うことを更に推進するため、小児科の外来に係る診  

療報酬上の評価を引き上げる。  

第2 具体的な内容   

1 地域連携小児夜間・休日診療料の評価の引上げ  

地域連携小児夜間・休日診療料1  300点 → 350点  
地域連携小児夜間・休日診療料2  450点 → 500点  

2 小児科外来診療料の引上げ  

小児科外来診療科  

1 処方せんを交付する場合  

イ 初診時 550点 → 560点  
口 再診時 370点 → 380点  

2 1以外の場合  

イ 初診時 660点 → 670点  
口 再診時 480点 → 490点  

第2 具体的な内容  

夜間や休日における診療は、診療応需の体制を解いた診療所が急病等やむ  

を得ない理由により診療を行った場合に、時間外加算等として評価されてい  

るが、開業時間内に行う夜間、早朝等における診療について初・再診料に係  

る加算を創設する。  

（画（1）初診料夜間・早朝等加算  50点  

（亘（2）再診料夜間・早朝等加算  50点   

［算定要件］  

開業時間であって、以下の時間帯に診療が行われた場合、初・再診料に対して加算する  

1 平日においては夜間（18～22時）、早朝（6－8時）の診療  

2 土曜においては夜間等（12－22時）、早朝（6－8時）の診療  

3 日曜、祝日においては深夜以外（6～22時）の診療  

［施設基準］  

1 過30時間以上開業している診療所であること  

2 開業時聞を分かりやすい場所に掲示していること  

［補足事項］  

保険医療機関が診療応需の体制を解いた後において、診療を再開することを評価し  

た初・再診料に係る時間外加算、休日加算、深夜加算の取扱いについては、現行のと  

おり  
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【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－③】  

地域で中核となる病院に勤務する医師の  
負担軽減の評価  

骨子【緊急課題－2－（4）】  

第1 基本的な考え方  

地域の中核病院として、十分な人員配置及び設備等を備え、産科、小児科、   
精神科等を含む総合的かつ専門的な急性期医療をいつでも提供できる入院機  

能、及び地域の他の医療機関との連携体制に基づく外来の縮小等の勤務医の  
負担軽減のための取組を評価する。   

第2 具体的な内寧  

【緊急課題－2（診療所・病院の役割分担等について）－④】  

10対1入院基本料の見直し   

第1 基本的な考え方  

地域医療を担う多くの医療機関は、在院日数の減少により、短期間でより   
多くの患者に対して入院医療を提供することから、勤務医負担も大きい。こ   
のような地域の急性期医療を担う医療機朋に対する評価として、10対1入   
院基本料の評価を引き上げる。  

第2 具体的な内容  

④ 入 
院時医学管理加算 120点（1日につき、14日を限度）  

AlOO 一般病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1．269点  

AlO2 結核病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，161点  

AlO3 精神病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，209点  

AlO4 特定機能病院入院基本料  

1一般病棟の場合  

ロ10対1入院基本料1，269点   

2 結核病棟の場合  

ロ 10対1入院基本料1．161点   

3 精神病棟の場合  

口 10対1入院基本料1，209点  

AlO5 専門病院入院基本料   

210対1入院基本料 1，269点  

AlO6 障害者施設等入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，269点  

AlOO 一般病棟入院基本料   

210対1入院基本料 1．30q長   

A192 鯖核病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，192点  

AlO3 精神病棟入院基本料   

2 10対1入院基本料 1，240点  

AlO4 特定機能病院入院基本料  

1一般病棟の場合  

口10対1入院基本料1，300点   

2 結核病棟の場合  

口10対1入院基本料1，1寧j轟   

3 精神病棟の場合  

ロ 10対1入院基本料1，240点  

［算定要件］  

1特定機能病院・専門病院入院基本料を算定する病院以外の病院であること  

2 急性期医療を行うにつき十分な体制が整備されていること   

（1）産科、小児科、内科、整形外科及び脳神経外科に係る入院医療を提供しているこ  

と   

（2）精神科による24時間対応が可能な体制が取られていること  

3 病院勤務医の負担の軽減に資する体制が整備されていること   

（1）外来診療を縮小するための体制を確保していること  

（2）病院勤務医の負遁の軽減に資する計画（例：医師・看護師等の業務分担、医師に  

対する医師事務作美補助体制、地域医療機関との連携体制、外来縮小計画等）を策  

定し、職員等に対して周知していること  

（3）特別な関係にある医療機関での勤務時間も含めて、勤務医の勤務時間を把握する  

とともに、勤務医負担の軽減及び医療安全の向上に資するための計画を策定し、職  

且等に対して周知していること（例：連続当直は行わないシフトを組むこと、当直  

後の通常勤務について配慮すること等）  

4 急性期医療に係る実績を相当程度有していること  

入院患者のうち、全身麻酔件数が年800件以上であること  等  

※ 既存の入院時医学管理加算の要件は廃止する  

AlO5 専門病院入院基本料   

2 10対1入院基本料 1  300点  

AlO6 陣育者施設等入院基本料   

2 10対1入院基本料 1．300点  
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【緊急課題－3（病院勤務医の事務負担の軽減について）－①】  

勤務医の事務作業を補助する職員の  
配置の評価  

骨子【緊急課題－3】  

第1 基本的な考え方  

病院勤務医の負担軽減を図るため、地域の急性期医療を担う病院（特定機  

能病院を除く。）において、医師の事務作業を補助する職員（以下「医師事  

務作業補助者」という。）を配置している場合の評価を新設する。  

【緊急課題－2（診療所一病院の役割分担等について）－⑤】  

特定機能病院等の評価   

第1 基本的な考え方  

特定機能病院・専門病院に対しては、高度な医療を提供していること等を  

考慮し、一般病棟に係る入院基本料の14日以内の期間に係る加算を更に評  

価する。  

ただし、特定機能病院・専門病院の役割にかんがみ、入院時医学管理加算等  

の評価を行わない。  

第2 具体的な内容  
第2 具体的な内容   

1特定機能病院入院基本料（一般病棟）  
入院基本料等加算の新設   

医師事務作業補助体制加算（入院初日）  

1 25対1補助体制加算  旦与良＿畠  
2 50対1補助体制加算   185点  
3 75対1補助体制加算   130点  
4 100対1補助体制加算 105点  

（対届出一般病床数比での医師事務作業補助者の配置数による）  

現 行   改正案   

イ 一般病棟の場合   イ 一般病棟の場合   

（1）14日以内の期間の加算 652点   （1）14日以内の期間の加算 ヱ⊥旦畠   

2 専門病院入院基本料  

［算定要件］  

1地域の急性期医療を担う病院であって、医師が必ずしも自ら行う必要のない書類作   

成等の業掛こついて、医師以外の看に担わせることができる体制が整備されているこ   

と  

2 一般病床に入院した患者について、入院基本料等加算（入院初日）として評価する  

［施設基準］  

1病院勤務医の負担軽減に資する計画を策定し、院内掲示を行い、職長等に対して周   

知していること。その計画に基づき、診療科間の業務の繁閑の実情を踏まえて、専従   

の医師事務作業補助者を配置していること。加えて、新規に医師事務作業補助者を配   

置する際には最低6ケ月の研修（職場内研修を含む。）を実施し、実際に病院勤務医   

の負担軽減に資する業務を遂行できる体制であること  

2 医師事務作業補助者の業務範囲については、「医師及び医療関係職と事務職属等と   

の間等での役割分担の推進について」（平成19年12月28日医政発第12280   

01号）にある、「2 役割分担の具体例（1）医師、看護師等の医療関係職と事務職   

員等との役割分担1）喜振作成等」に基づき、院内規程が整備されていること  

3 加えて、「診療録等の記載について」（昭和63年5月6日総第17号等）、「医   

療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」（平成  

18   

改正案   

現 行    改  イ 14日以内の期間の加算  452点  イ 14日以内の期間の加算  512点   

17  



【緊急課題－4（救急医療対策について）－①】  

救急医療の充実に係る評価  

第1 基本的な考え方  

18年4月21日医政党第0421005号等）、「医療情報システムの安全管理に   

関するガイドライン」（平成19年3月30日医政発第0330033号）等に準拠   

した体制が整備されていること  

4 以上の計画、体制整備に係る院内規程を文書で届け出ること   

［病院の担う機能と算定可能な医師事務作業補助体制加算の関係］  

骨子【緊急課題－4】   

救命救急センターでは、効率的な急性期医療の提供を目的として、入院初  

期より濃厚な医療を実施し、できるだけ早期に患者が一般病棟へ移行できる  

よう取組を行っている。そのため、極早期における手厚い医療が提供できる  

よう評価の仕組みを変更し、評価を引き上げる。  

病院機能   25対1  50対1  75対1  100対1   

第三次救急医療機関   （⊃   ○   ○   ○   

総合周産期母子医療センター   ○   ○   ○   ○   

小児救急医療拠点病院   ○   ○   ○   ○   

災害拠点病院   ×   ○   ○   ○   

へき地医療支援病院   ×   （⊃   ○   ○   

地域医療支援病院   ×   （⊃   （〕   ○   

緊急入院患者を受け入れてい  

る医療機関城   
×   ○   ○   ○  

第2 具体的な内容  

現行の救命救急入院料では、7日以内の期間について一律に評価している  

が、3日以内と4～7日以内に分けて、極早期の入院医療の評価を引き上げ  

る。  

現 行   改正案   

1 7日以内の期間   1 3日以内の期間   

イ 救命救急入院料1  9，000点   イ 救命救急入院料1  9，700点   

口 救命救急入院料2 10，400点   ロ救命救急入院料211．200点  

24日以上7日以内の期間  

イ救命救急入院料18．775点  

口救命救急入院料210．140点   

※ 年間の緊急入院患者数が200名以上の実線を有する病院（200名以上の緊急入院患者とは、  

特別の関係にある保険医僚機関等から搬送される患者等を除くものであること。）  

［医師事務作業補助者の業務範囲］  

1診断書などの文書作成補助、診療記録への代行入力、医療の質の向上に資する事務   

作業（診療に関するデータ整理、院内がん登録等の統計・調査、医師の教育や臨床研   

修のカンファレンスのための準備作業等）並びに行政上の業務（救急医療情報システ   

ムへの入力、感染症のサーベイランス事業等）への対応を医師の指示の下に行う  

2 医師以外の職種の指示の下に行う業務、診療報酬の請求事務、窓口・受付業務、医   

療概関の経営、運営のための基礎データ収集案務、看護業務の補助並びに物品運搬業   

務等については行わないこと  
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